
臘
八
仏
成
道
の
形
成

小

川

太

龍

は
じ
め
に

拙
論
は
、
中
国
に
お
い
て
臘ろ
う

八は
つ

が
仏ふ
つ
じ
ょ
う
ど
う

成
道
の
日
と
し
て
認
知
さ
れ
、
定
着
す
る
ま
で
の
流
れ
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

仏
成
道
の
状
況
は
、
各
種
仏
教
典
籍
に
よ
り
描
写
の
相
違
は
あ
る
が
、
概
ね
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

釈
迦
は
六
年
間
の
苦
行
を
捨
て
た
後
、
山
を
下
り
尼に

連れ
ん

禅ぜ
ん

河が

で
沐
浴
し
牧
牛
女
か
ら
乳
粥
（
乳
糜
）
の
供
養
を
受
け
た
。
そ
し
て
菩

提
樹
下
で
禅
定
に
入
り
、
天
魔
を
退
け
明
星
が
出
る
時
に
成
道
し
た
。（『

修
行
本
起
経
』
巻
下
「
出
家
品
」
Ｔ
三
・
四
六
九
下
―
四
七
二
上
）

現
在
、
中
国
・
日
本
を
始
め
と
す
る
諸
地
域
で
は
、
こ
の
仏
成
道
の
月
日
は
臘
八
（
十
二
月
八
日
。
臘
月
八
日
の
略
）
の
こ
と
で
あ
っ
た

と
さ
れ
、
各
種
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
仏
成
道
の
日
が
臘
八
で
あ
る
こ
と
は
仏
典
に
は
見
え
ず
、
そ
れ
が
広
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
宋
代
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
元
代
の
『
勅

ち
ょ
く
し
ゅ
う
ひ
ゃ
く
じ
ょ
う
し
ん
ぎ

修
百
丈
清
規
』（
一
四
世
紀
中
頃
）
は
、
二
月
八
日
を
仏
成
道
の
日
と
す
る
一
方
、
裏
付
け
は
な
い
も

（1） 
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の
の
臘
八
が
仏
成
道
の
日
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
（「
世
に
相
い
伝
う
に
臘
月
八
日
を
以
て
す
（
世
相
伝
以
臘
月
八
日
）」
巻

二
「
報
本
章
・
仏
成
道
涅
槃
」
Ｔ
四
八
・
一
一
一
六
下
）。

こ
れ
ま
で
臘
八
仏
成
道
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
も
の
に
、
永
井
政
之
［
一
九
九
四
］、
尾
﨑
正
善
［
二
〇
〇
四
］［
二
〇
〇
五
］
等
が

あ
る
。
両
者
と
も
に
、
そ
の
形
成
に
お
い
て
重
要
な
問
題
と
な
る
臘
八
の
沐
浴
・
浴
仏
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
詳
細
な
分
析
は
行
っ

て
い
な
い
。
ま
た
夏
日
新
［
一
九
九
八
］
と
中
村
祐
一
［
二
〇
一
一
］
は
、
臘
八
と
臘
日
を
分
析
し
、
譚
蝉
雪
［
二
〇
〇
一
ｂ
］
と
邱
倩

楠
［
二
〇
一
七
］
は
、
敦
煌
に
お
け
る
臘
八
の
仏
教
行
事
を
分
析
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
臘
八
仏
成
道
の
形
成
と
い
う
視
点
は
有
し
て

い
な
い
。
つ
ま
り
現
時
点
に
お
い
て
、
そ
れ
が
主
に
宋
代
以
降
に
見
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
歴
史
的
な
形
成
の
様
相

や
、
形
成
に
お
け
る
要
素
に
つ
い
て
の
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
拙
論
で
は
、
前
述
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
以
下
の
手
順
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
る
。（
一
）
ま
ず
後
に

臘
八
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
臘
日
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
大

た
い
な
・
た
い
だ
儺
と
い
う
儀
礼
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
、（
二
）
臘
八
の
仏
教
行
事

と
し
て
最
初
に
行
わ
れ
た
沐
浴
と
、
後
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
浴
仏
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
展
開
を
分
析
し
た
う
え
で
、

（
三
）
臘
八
仏
成
道
の
日
付
の
問
題
と
、
以
上
の
分
析
に
よ
り
抽
出
し
た
各
要
素
か
ら
臘
八
に
仏
成
道
が
定
着
し
た
経
緯
を
分
析
す
る
。

拙
論
の
分
析
は
、
こ
れ
ま
で
個
別
に
指
摘
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
事
項
を
形
成
史
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
し
、
現
在
に
伝
承
さ
れ
る

儀
礼
の
淵
源
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
な
る
。

一
、
臘
日
と
大
儺

ま
ず
臘
八
の
仏
教
儀
礼
に
影
響
を
与
え
た
と
思
し
い
大
儺
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
と
、
こ
れ
に
関
わ
る
臘
日
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
こ
の
大

儺
・
臘
日
に
つ
い
て
は
、『
古こ

こ
ん
と
し
ょ
し
ゅ
う
せ
い

今
図
書
集
成
』
に
各
種
歳
時
記
の
記
述
が
ま
と
め
ら
れ
（「
暦
象
彙
編
・
歳
功
典
・
第
九
一
四
巻
・
臘
日
部
」
Ｇ
三
・
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二
六
五
〇
上
―
二
六
五
九
中
）、
さ
ら
に
歳
時
記
研
究
の
分
野
に
お
い
て
議
論
も
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
中
村
喬
［
一
九
九
三
］、
夏

日
新
［
一
九
九
八
］、
丁
武
軍
［
二
〇
〇
四
］、
中
村
裕
一
［
二
〇
一
一
］
の
各
研
究
を
中
心
に
、（
一
）
臘
日
（
二
）
大
儺
に
つ
い
て
略

述
し
次
節
以
降
の
分
析
の
足
掛
か
り
と
し
た
い
。

一
―
一　

臘
と
臘
日

十
二
月
の
別
称
を
臘
月
と
言
い
、「
臘
」
が
あ
る
月
を
示
す
。
臘
に
つ
い
て
後
漢
末
の
蔡さ

い

邕よ
う

（
一
三
二
・
一
三
三
―
一
九
二
）
は
、
一
年
の

終
わ
り
の
祭
祀
だ
と
述
べ
る
（「
臘
者
歳
終
大
祭
」『
独
断
』
巻
下
、
八
丁
裏
。『
四
部
叢
刊
三
編
』
巻
三
二
「
子
部
」、
上
海
書
店
、
一
九
八
五
年
、
頁

数
な
し
）。
そ
の
始
ま
り
は
古
く
、
中
村
裕
一
［
二
〇
一
一
、五
九
七
］
は
、「
臘
は
関
中
盆
地
以
外
で
は
前
七
世
紀
に
は
あ
っ
た
行
事
で

あ
り
、
秦
国
は
前
三
二
六
年
に
な
っ
て
臘
の
行
事
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
臘
の
目
的
と
意
味
に
つ
い
て
『
礼ら

い

記き

』「
月
令
」
と
そ
の
疏
は
、「
先
祖
や
五
祀
（
五
種
類
の
神
、『
礼
記
』
で
は
、
門
・
戸
・
井
・
竃
・

土
地
の
神
）」を
祀
る
祭
祀
で
あ
り
、臘
は
猟
の
意
味
で
あ
り
鳥
や
獣
を
狩
猟0

し
て
そ
れ
を
供
え
る
こ
と
に
よ
る
と
述
べ
る
。そ
し
て
こ
れ
は
、

少
な
く
と
も
紀
元
前
か
ら
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
同
じ
く
十
二
月
に
行
わ
れ
る
「
蜡さ

」
と
い
う
百
福
を
祭
る
祭
祀
が
あ
り
、
古
来
よ
り
臘
と
の
区
別
が
曖
昧
で
、
臘
と
同
一
視
も
し

く
は
包
含
さ
れ
る
と
す
る
場
合
や
、
全
く
別
の
祭
祀
だ
と
す
る
場
合
が
あ
り
、
見
解
は
一
致
し
て
い
な
い
。

拙
論
で
は
臘
と
蜡
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
臘
に
つ
い
て
中
村
喬
［
一
九
九
三
、四
六
二
］
に
従
い
、
歳
末
に
お
い
て
先
祖
・
五
祀

を
含
む
「
す
べ
て
の
神
霊
に
感
謝
し
神
人
と
も
に
労
う
祭
り
」
と
ひ
と
ま
ず
理
解
す
る
。

そ
し
て
臘
祭
の
日
で
あ
る
臘
日
は
、
各
王
朝
が
重
視
す
る
五
行
説
（
火
・
水
・
木
・
金
・
土
）
と
の
兼
ね
合
い
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
臘
日
は
臘
月
に
行
わ
れ
る
祭
祀
で
は
あ
る
が
、
時
代
に
よ
り
そ
の
日
付
は
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
元
・
明
代
以

降
、
臘
日
を
別
に
立
て
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
臘
日
と
臘
八
が
混
同
さ
れ
、
臘
八
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
臘
際
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
夏

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 

（6） 

（7） 
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日
新
［
一
九
九
八
、三
九
］）。

一
―
二　

大
儺

こ
の
臘
月
と
臘
日
に
関
連
し
て
様
々
な
習
俗
が
あ
り
（
中
村
裕
一
［
二
〇
一
一
、六
三
〇
―
六
八
五
］）、
そ
の
中
で
も
拙
論
の
分
析
と
繋
が

り
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
、「
大
儺
」
と
い
う
臘
日
を
中
心
と
し
た
臘
月
に
行
わ
れ
た
儀
礼
が
あ
る
。

「
大
儺
」
の
う
ち
「
儺
」（
難
）
と
は
、
鬼
や
疫
病
な
ど
の
穢
れ
を
払
い
豊
作
を
願
う
儀
礼
で
あ
る
。
そ
の
儀
礼
の
様
子
に
つ
い
て
複
数

の
文
献
に
、
仮
面
を
被
り
鬼
神
に
扮
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
は
『
論ろ

ん

語ご

』
巻
五
「
郷
党
第
十
」
に
こ
の
語
が
見

え
る
こ
と
か
ら
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
年
、
一
三
五
頁
）、
春
秋
戦
国
時
代
に
は
存
在
し
た
と
さ
れ
る
が
、
林
河
［
一
九
九
六
、一
三
七
］
は
、

中
国
南
部
に
稲
作
が
入
っ
た
時
期
以
降
に
形
成
さ
れ
た
巫
文
化
で
あ
り
、
丁
武
軍
［
二
〇
〇
四
、六
五
、六
七
］
は
、
古
代
の
龍
山
・
良
渚

文
化
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
記
録
が
残
る
の
は
紀
元
前
一
六
世
紀
―
八
世
紀
の
殷
・
周
時
代
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
紀
元
前
よ
り
伝
わ
る
こ
の
儀
礼
は
、
古
く
は
一
年
に
数
度
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
（『
礼
記
正
義
』
巻
一
五
「
月
令
・
季

春
之
月
」、
巻
一
六
「
月
令
・
仲
秋
之
月
」、
巻
一
七
「
月
令
・
季
冬
之
月
」・『
十
三
経
注
疏
』
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
、
一
三
六
四
頁
中
、
一
三
七
四

頁
上
、
一
三
八
二
頁
下
）、
そ
の
中
で
も
大
儺
と
呼
ば
れ
る
歳
末
の
儺
は
、
穢
れ
を
払
い
過
ぎ
行
く
年
を
送
り
、
新
た
に
来
た
る
年
を
迎
え

る
儀
礼
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
。
そ
し
て
後
に
儺
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
大
儺
を
指
す
よ
う
に
な
る
。

そ
の
大
儺
が
行
わ
れ
た
日
付
を
ま
と
め
る
と
、
狭
義
に
は
臘
日
の
前
日
や
除
夕
と
な
り
、
広
義
に
は
臘
日
を
中
心
に
臘
月
か
ら
正
月
に

か
け
て
と
な
る
。

す
な
わ
ち
大
儺
に
つ
い
て
日
付
を
限
定
し
た
資
料
を
見
る
と
、
後
漢
に
は
臘
日
の
前
日
に
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（『
後ご

漢か
ん

書じ
ょ

』「
礼
儀
志
」「
先
臘
の
一
日
大
儺
す
。
之
を
逐
疫
と
謂
う
（
先
臘
一
日
大
儺
。
謂
之
逐
疫
）」（
中
華
書
局
本
第
一
一
冊
、
志
五
、三
一
二
七
頁
）。
そ

し
て
臘
日
に
も
そ
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
隋
王
朝
の
六
世
紀
末
以
降
に
、
概
ね
除
夕
（
大
晦
日
）
に
固
定
さ
れ

（8） 

（9） 

（10） 
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る
こ
と
と
な
る
（
中
村
祐
一
［
二
〇
一
一
、七
四
一
］）。

一
方
、
大
儺
に
類
す
る
儀
礼
は
広
く
臘
月
に
行
わ
れ
た
。
ま
ず
前
述
の
通
り
臘
日
は
各
王
朝
に
お
い
て
一
定
し
て
お
ら
ず
、
必
然
的
に

大
儺
も
一
定
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
中
村
裕
一
［
二
〇
一
一
、六
一
二
―
六
一
三
］
は
、
六
世
紀
の
資
料
に
、
大
儺
で
用
い
る

道
具
が
正
月
の
記
述
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
に
も
宋
代
の
資
料
に
は
、「
打
夜
胡
」
と
呼
ば
れ
る
臘
月
を
通
し
て
行
わ
れ

た
大
儺
に
通
じ
る
儀
礼
が
見
え
、
そ
の
効
用
を
「
駆
崇
」「
駆
儺
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
（『
東
京
夢
華
録
』
巻
一
〇
「
十
二
月
」、『
東
京

夢
華
録
』（
外
四
種
）
古
典
文
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
、
六
一
―
六
二
頁
。『
夢
梁
録
』
巻
六
「
十
二
月
」、
同
上
、
一
八
一
頁
）。

右
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
大
儺
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
ず
と
も
、
そ
れ
に
通
じ
る
儀
礼
は
臘
月
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

こ
の
広
義
の
大
儺
に
通
じ
る
記
述
が
、
六
世
紀
の
南
朝
、
梁
の
宗そ

う

懍り
ん

（
生
没
年
未
詳
、
五
二
五
年
秀
才
）
に
よ
る
『
荊け
い

楚そ

歳さ
い

時じ

記き

』
に
以
下

の
よ
う
に
見
え
る
。

十
二
月
八
日
為
臘
日
。
…
…
村
人
並
繋
細
腰
鼓
、
戴
胡
公
頭
、
及
作
金
剛
力
士
、
以
逐
疫
、
沐
浴
転
除
罪
障
。

（『
説
郛
三
種
』
巻
六
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
三
二
〇
五
頁
下
）

十
二
月
八
日
を
臘
日
と
為
す
。
…
…
村
人
並
び
に
細さ
い

腰よ
う

鼓こ

を
撃
ち
、
胡
公
頭
を
戴
き
、
及
び
金
剛
力
士
と
作な

り
、
以
て
疫
を
逐
い
、

沐
浴
し
て
罪
障
を
転
除
す
。

十
二
月
八
日
を
臘
日
と
す
る
―
―
村
人
は
そ
ろ
っ
て
鼓つ

づ
み
を
打
ち
、
胡
公
頭
（
帽
子
の
一
種
、
鬼
神
の
仮
面
か
。
中
村
喬
［
一
九
九
三
、

五
一
七
］）
を
被
り
、
金
剛
力
士
に
扮
す
る
こ
と
で
厄
払
い
を
し
、
沐
浴
を
し
て
穢
れ
を
除
き
去
る
。

こ
こ
に
見
え
る
十
二
月
八
日
を
臘
日
と
す
る
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
拙
論
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
重
要
で

は
な
く
、
こ
の
大
儺
に
通
じ
る
儀
礼
に
仏
教
の
金
剛
力
士
が
持
ち
出
さ
れ
、
ま
た
沐
浴
し
て
穢
れ
を
除
く
と
い
う
記
述
が
見
え
る
点
が
重

（11） 

（12） 
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要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
大
儺
儀
礼
に
仏
教
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
節
の
分

析
で
、
こ
れ
が
臘
八
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

以
上
、
臘
日
と
そ
れ
に
関
連
す
る
大
儺
は
、
中
国
古
来
よ
り
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
者
は
歳
末
に
お
い
て
先
祖
や
神
に
謝
意

を
示
す
祭
祀
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
に
関
連
す
る
歳
末
の
厄
払
い
の
儀
礼
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
両
者
は
仏
教
が
中
国
に
移
入
す
る
以
前
に

起
源
を
持
つ
た
め
、
当
初
は
仏
教
と
の
関
わ
り
は
な
か
っ
た
が
、
臘
日
は
後
に
臘
八
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
大
儺
は
、
臘

八
に
仏
教
儀
礼
が
定
着
す
る
一
助
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
拙
論
で
は
特
に
後
者
の
要
素
を
念
頭
に
、
以
降
の
分
析
を
進
め
る
。

二
、
臘
八
の
沐
浴
と
浴
仏

こ
こ
で
は
中
国
に
お
い
て
臘
八
に
行
わ
れ
た
、
仏
教
に
由
来
す
る
沐
浴
と
浴
仏
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
が
仏
成
道
へ
と
つ
な
が
る
要
素
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

な
お
臘
八
節
の
起
源
に
つ
い
て
、
古
く
は
先
秦
（
～
前
二
二
一
年
）
に
遡
る
と
の
見
解
も
あ
る
が
（
程
民
生
［
二
〇
一
六
、一
六
］）、
多
く

の
研
究
者
は
仏
教
に
由
来
し
宋
代
に
確
立
し
た
も
の
だ
と
見
て
い
る
（
畢
悦
［
二
〇
一
八
］
等
）。
拙
論
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、

あ
く
ま
で
も
臘
八
と
仏
教
儀
礼
の
関
係
に
絞
り
分
析
を
進
め
る
。

各
種
資
料
に
見
え
る
臘
八
に
関
す
る
仏
教
儀
礼
を
時
系
列
順
に
並
べ
る
と
、
ま
ず
臘
八
の
沐
浴
が
見
え
、
後
に
臘
八
の
浴
仏
が
現
れ
る
。

そ
し
て
臘
八
の
浴
仏
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
臘
八
仏
成
道
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
そ
れ
が
定
着
し
、
臘
八
仏
成
道
の
儀
礼
が

執
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
の
（
一
）
臘
八
の
沐
浴
、（
二
）
臘
八
の
浴
仏
、と
そ
れ
ぞ
れ
順
を
追
っ
て
分
析
を
進
め
る
。

（13） 
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二
―
一　

臘
八
の
沐
浴

中
国
に
お
い
て
臘
八
が
仏
教
と
の
繋
が
り
を
持
っ
て
祭
祀
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
現
存
資
料
か
ら
南
北
朝
後
期
の
六
世
紀
頃
で
あ

り
、
先
に
挙
げ
た
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
見
え
る
臘
八
の
沐
浴
と
な
る
。
本
項
の
分
析
に
重
要
で
あ
る
た
め
、
訓
読
文
の
み
を
以
下
に
再
掲

す
る
。十

二
月
八
日
を
臘
日
と
為
す
。
…
…
村
人
並
び
に
細さ

い

腰よ
う

鼓こ

を
撃
ち
、
胡
公
頭
を
戴
き
、
及
び
金
剛
力
士
と
作な

り
、
以
て
疫
を
逐
い
、

沐
浴
し
て
罪
障
を
転
除
す
。

前
述
の
通
り
、
こ
の
資
料
の
み
で
は
こ
れ
が
臘
八
の
儀
礼
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
仏
教
に
由
来
す
る
臘
八
の

儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
は
、ほ
ぼ
同
時
代
の
僧そ

う

祐ゆ
う

（
四
三
五
―
五
一
八
）
の
著
し
た
『
出
し
ゅ
つ

三さ
ん

蔵ぞ
う

記き

集し
ゅ
う』
に
見
え
る
次
の
記
述
に
裏
付
け
ら
れ
る
。

な
お
出
典
を
示
す
「
出
『
○
○
経
』」
は
割
り
注
で
記
さ
れ
る
。

浴
僧
縁
記
第
十
二
、
出
『
温
室
経
』。
臘
月
八
日
浴
縁
記
第
十
三
、
出
『
譬
喩
経
』。

（
巻
一
二
「
法
苑
雑
苑
原
始
集
目
録
序
第
七
」
Ｔ
五
五
・
九
二
上
）

こ
こ
か
ら
六
世
紀
の
臘
八
に
、
仏
教
に
基
づ
く
『
譬
喩
経
』
を
出
典
と
し
た
沐
浴
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
見
え
る
『
譬
喩
経
』
と
は
、
夏
日
新
［
一
九
九
八
、三
八
］
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
か
ら
北
魏
（
三
八
六
―

五
三
四
）
の
慧
覚
（
生
没
年
未
詳
）
等
の
訳
に
よ
る
、
以
下
に
挙
げ
る
比
喩
経
典
『
賢け
ん

愚ぐ

経き
ょ
う』
の
巻
二
「
降
六
師
品
」
の
話
を
指
し
て
い
る

と
思
し
い
。
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又
〔
臘
月
〕
第
八
日
受
帝
釈
請
。
為
仏
作
師
子
座
、
如
来
昇
座
、
帝
釈
侍
左
、
梵
王
侍
右
。
衆
会
一
切
静
然
坐
定
。
仏
徐
申
臂
、
以

手
接
座
、
欻
有
大
声
、
如
象
鳴
吼
。
応
時
即
有
五
大
神
鬼
、
摧
滅
挽
拽
六
師
高
座
。
金
剛
密
迹
捉
金
剛
杵
、
杵
頭
出
火
、
挙
擬
六
師
。

六
師
驚
怖
奔
突
而
走
、
慚
此
重
辱
、
投
河
而
死
。
六
師
徒
類
九
億
人
衆
皆
来
帰
仏
、
求
為
弟
子
。
仏
言
、「
善
来
比
丘
。」
鬚
髪
自
落
、

法
衣
在
身
、
皆
成
沙
門
。
仏
為
説
法
、
示
其
法
要
、
漏
尽
結
解
、
悉
得
羅
漢
。

（
Ｔ
四
・
三
六
三
上
）

又ま

た
〔
臘
月
〕
第
八
日
に
帝
釈
の
請
を
受
く
。
仏
の
為
に
師
子
座
を
作
り
、
如
来
座
に
昇
り
、
帝
釈
は
左
に
侍
り
、
梵
王
は
右
に
侍

る
。
衆
会
、
一
切
静
然
と
し
て
坐
定
す
。
仏
徐お

も
む
ろに
臂う
で

を
申の
ば

し
、
手
を
以
て
座
に
接
し
、
欻た
ち
まち
大
声
有
る
に
、
象
の
鳴
吼
す
る
が
如
し
。

時
に
応
じ
即
ち
五
大
神
鬼
有
り
て
、
六
師
の
高
座
を
摧
滅
し
挽
拽
す
。
金こ

ん

剛ご
う

密み
っ

迹し
ゃ

、
金こ
ん

剛ご
う

杵し
ょ
うを
捉
え
、
杵
頭
よ
り
火
を
出
し
、
挙
し

て
六
師
に
擬
す
。
六
師
驚
怖
し
奔
突
し
て
走
り
、
此
の
重
辱
を
慚
じ
、
投
河
し
て
死
せ
り
。
六
師
の
徒
類
九
億
の
人
衆
、
皆
な
来
り

仏
に
帰
し
、
弟
子
と
為
る
を
求
む
。
仏
言
わ
く
、「
善
く
来
た
れ
り
比
丘
よ
」
と
。
鬚
髪
自
ら
落
ち
、
法
衣
身
に
在
り
、
皆
な
沙
門

と
成
る
。
仏
為た

め
に
法
を
説
き
、
其
の
法
要
を
示
す
に
、
漏
尽
き
結
解
し
、
悉
く
羅
漢
を
得
た
り
。

釈
迦
に
よ
る
臘
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
教
化
に
お
け
る
臘
八
の
こ
と
―
―
禅
定
に
入
っ
て
い
た
仏
が
大
喝
す
る
と
鬼
神
が
現
れ
て

六
師
の
高
座
を
破
壊
し
、
密
迹
金
剛
が
金
剛
杵
か
ら
火
を
出
し
た
。
こ
れ
に
恐
怖
し
た
六
師
は
恥
じ
入
っ
て
河
に
身
を
投
げ
、
そ
の
弟
子

た
ち
は
仏
に
帰
依
し
て
教
え
を
受
け
、
煩
悩
の
穢
れ
が
尽
き
、
み
な
悟
り
を
得
た
。

こ
れ
は
王
舎
城
で
邪
見
を
説
い
て
い
た
六
師
外
道
を
釈
迦
が
下
し
、
王
た
ち
を
教
化
す
る
説
話
中
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
に
沐
浴
は
記

さ
れ
な
い
も
の
の
、
六
師
が
入
水
す
る
こ
と
と
、
そ
の
弟
子
た
ち
が
煩
悩
の
穢
れ
を
落
と
す
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
ま
た
『
荊
楚
歳
時

記
』
に
あ
っ
た
金
剛
力
士
の
一
尊
で
あ
る
金
剛
密
迹
も
見
え
、
さ
ら
に
臘
月
八
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
窺
え
る
。
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し
か
し
な
が
ら
こ
の
記
述
か
ら
は
、
臘
八
を
沐
浴
を
行
う
日
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
沐
浴
を
説
く
の
は
、
前
述
の
『
出
三
蔵

記
集
』
に
見
え
る
『
温う

ん
し
つ
き
ょ
う

室
経
』
と
な
る
。

『
温
室
経
』
と
は
、『
仏

ぶ
っ
せ
つ
う
ん
し
つ
せ
ん
よ
く
し
ゅ
う
そ
う
き
ょ
う

説
温
室
洗
浴
衆
僧
経
』（
Ｔ
一
六
・
八
〇
二
下
―
八
〇
三
下
）
を
指
し
、
こ
れ
は
沐
浴
の
功
徳
を
説
く
教
典
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
マ
ガ
ダ
国
王
舎
城
の
大
医
王
で
あ
っ
た
耆き

域い
き

（
耆ぎ

婆ば

）
が
釈
迦
に
衆
僧
の
洗
浴
を
勧
め
、
そ
れ
を
認
め
た
釈
迦
が
洗
浴

に
七
物
を
用
い
七
病
を
除
け
ば
七
福
報
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
説
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
経
典
で
は
沐
浴
を
い
つ
な
す
べ
き
か
に
つ

い
て
特
定
し
て
い
な
い
。

し
か
し
こ
の
『
温
室
経
』
が
臘
八
の
沐
浴
の
根
拠
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、隋
の
杜と

台だ
い

卿け
い

（
生
没
年
未
詳
）
の
著
し
た
『
玉
ぎ
ょ
く
し
ょ
く
ほ
う
て
ん

燭
宝
典
』（
六

世
紀
後
半
～
七
世
紀
初
頭
）「
十
二
月
季
冬
第
十
二
」
や
、
後
に
示
す
敦
煌
文
献
（
注
17
、
18
）
の
記
述
に
見
え
る
。

そ
し
て
唐
の
道ど

う

世せ

（
生
没
年
未
詳
）
の
『
法ほ
う

苑お
ん

珠じ
ゅ

林り
ん

』（
六
六
七
年
）
に
は
、『
賢
愚
経
』
を
基
に
『
温
室
経
』
の
趣
意
を
加
え
た
こ
と
が

窺
え
る
一
節
が
、
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

如
『
譬
喻
経
』
云
、「
仏
以
臘
月
八
日
神
通
降
伏
六
師
。
六
師
不
如
、
投
水
而
死
。
仍
広
説
法
度
諸
外
道
。
外
道
伏
化
白
仏
言
、『
仏

以
法
水
洗
我
心
垢
。
我
今
請
僧
洗
浴
以
除
身
穢
、
仍
為
常
縁
也
。』」（
今
臘
月
八
日
洗
僧
唯
出
此
経
文
。）

（
巻
三
三
「
興
福
篇
・
洗
僧
部
」
Ｔ
五
三
・
五
四
三
上
）

『
譬
喻
経
』
に
云
う
が
如
し
、「
仏
、
臘
月
八
日
、
神
通
を
以
て
六
師
を
降
伏
す
。
六
師
如し

か
ず
、
水
に
投
じ
て
死
せ
り
。
仍す
な
わち
広
く

法
を
説
き
諸も

ろ

も
ろ
の
外
道
を
度
す
。
外
道
伏
し
化
さ
れ
仏
に
白も
う

し
て
言も
う

さ
く
、『
仏
、
法
水
を
以
て
我
が
心
垢
を
洗
わ
し
む
。
我
れ

今い

ま
請
う
僧
の
洗
浴
し
以
て
身
の
穢
を
除
き
、
仍す
な
わち
常
縁
と
為
さ
ん
こ
と
を
』
と
」
と
。（
今い

ま
臘
月
八
日
の
洗
僧
、
唯
だ
此
の
経
文
よ

り
出
ず
）。

（14） 

（15） 

（16） 
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六
師
の
弟
子
た
ち
は
い
う
―
―
『
仏
は
法
の
水
に
よ
り
我
々
の
煩
悩
を
洗
い
流
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
我
々
は
、
僧
た
ち
が
沐

浴
し
て
そ
の
身
体
の
穢
れ
を
除
き
、
そ
れ
に
よ
り
永
遠
の
仏
縁
を
得
る
こ
と
を
願
い
ま
す
』
と
」。（
現
在
の
臘
八
の
僧
の
沐
浴
は
、
こ
の
経

典
を
根
拠
と
す
る
）。

帝
釈
天
や
密
迹
金
剛
の
記
述
は
な
く
、
代
わ
り
に
釈
迦
が
直
接
、
六
師
を
神
通
力
で
下
し
、
六
師
の
弟
子
の
沐
浴
を
薦
め
る
言
葉
が
加
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
臘
八
の
沐
浴
の
出
典
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
穢
れ
を
払
う
目
的
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

な
お
こ
の
外
道
の
語
は
、
以
下
の
『
賢
愚
経
』
巻
二
「
羼せ

ん

提だ
い

波は

梨り

品ぼ
ん

」
に
お
け
る
釈
迦
の
前
世
た
る
忍
辱
仙
人
の
誓
願
に
類
似
す
る
。

爾
時
仙
人
、
見
其
如
是
、
即
時
立
誓
、「
我
今
修
忍
、
為
於
群
生
積
行
不
休
、
後
会
成
仏
。
若
仏
道
成
、
先
以
法
水
、
洗
汝
塵
垢
、

除
汝
欲
穢
、
永
令
清
浄
。」

（
Ｔ
四
・
三
六
〇
上
―
中
）

爾
の
時
仙
人
、
其
の
是
く
の
如
き
な
る
を
見
て
、
即
時
に
立
誓
す
ら
く
、「
我
れ
今い

ま
忍
を
修
し
、
群
生
の
為
に
行
を
積
み
休
ま
ず
、

後
に
会ま

さ

に
成
仏
せ
ん
。
若
し
仏
道
成
せ
ば
、
先
ず
法
水
を
以
て
、
汝
の
塵
垢
を
洗
い
、
汝
の
欲
穢
を
除
き
、
永
し
な
え
に
清
浄
な
ら

し
め
ん
」
と
。

忍
辱
仙
人
は
成
道
後
の
誓
願
を
立
て
る
―
―
も
し
も
仏
道
を
成
就
で
き
た
な
ら
ば
、
ま
ず
法
の
水
に
よ
り
お
前
た
ち
の
煩
悩
と
欲
の
穢

れ
を
洗
い
流
し
、
永
遠
に
清
浄
に
さ
せ
よ
う
。

こ
こ
に
見
え
る
塵
垢
は
、『
法
苑
珠
林
』
に
見
え
た
心
垢
と
同
じ
く
煩
悩
を
指
す
語
で
あ
り
、
非
常
に
似
た
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
に
着
想
を
得
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
見
え
る
仙
人
の
誓
願
は
成
仏
時
を
想
定
し
て
お
り
、
仏
成
道
へ
の
連
想
が
近
い
こ

と
も
指
摘
し
て
お
く
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
臘
八
の
沐
浴
の
出
典
と
し
て
『
賢
愚
経
』
と
『
温
室
経
』
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
唐
・
五
代
に
か
け
て
そ
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
敦
煌
文
献
の
「
雑ざ

つ
し
ょ
う抄
」
や
「
時じ

文ぶ
ん

軌き

範は
ん

」
に
見
え
、
円え
ん

仁に
ん

（
七
九
四
―

八
七
四
）
は
『
入に
っ
と
う
ぐ
ほ
う
じ
ゅ
ん
れ
い
こ
う
き

唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
そ
れ
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
唐
代
に
は
、
臘
八
の
沐
浴
が
一
般
化
さ
れ
、
各
地
で
広
く
行
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
右
の
敦
煌
文
献
は
、『
荊
楚
歳
時
記
』
と
同
じ
く
、
穢
れ
を
払
う
と
い
う
意
図
を
明
記
し
て
い
る
。

ま
た
宋
代
に
入
い
っ
て
も
そ
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、北
宋
の
王お

う

洋よ
う（

一
〇
八
七
―
一
一
五
四
）
の
詩
文
中
に
梁
宋
（
現
在
の
河
南
省
商
丘
市
）

で
の
臘
八
の
沐
浴
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
え
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
し
か
し
以
降
、
そ
の
記
録
は
見
え
な
く
な
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
儀
礼
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
中
国
・
日
本
の
清
規
類
に
そ
れ
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

自
明
の
こ
と
と
し
て
定
着
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

宋
・
元
代
の
清
規
に
は
そ
の
記
述
は
見
え
な
い
が
、
明
末
清
初
の
雲う

ん

棲せ
い

祩し
ゅ

宏こ
う

（
一
五
三
五
―
一
六
一
五
）
輯
集
、
晦か
い

山ざ
ん

戒か
い

顕け
ん

（
一
六
一
〇

―
一
六
七
二
）
訂
閲
の
『
沙し
ゃ

弥み

律り
つ

儀ぎ

毗び

尼に

日に
ち

用よ
う

合が
っ

参さ
ん

』
巻
下
「
入
浴
第
十
三
」（
Ｚ
一
〇
六
・
六
四
一
上
）
や
、
昭
し
ょ
う

慶け
い

書し
ょ

玉ぎ
ょ
く（

一
六
四
五
―

一
七
二
二
）
の
『
毗び
に
に
ち
よ
う
せ
つ
よ
う
こ
う
に
ゅ
う
き

尼
日
用
切
要
香
乳
記
』
巻
下
「
沐
浴
」（
Ｚ
一
〇
六
・
二
一
四
中
）
に
は
、『
法
苑
珠
林
』
の
説
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
述
べ

た
う
え
で
、「
臘
月
八
日
の
浴
僧
、
此
に
准
ず
（
臘
（
臈
）
月
八
日
浴
僧
准
此
）」
と
見
え
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
の
清
規

に
は
そ
れ
が
記
さ
れ
、
当
時
の
中
国
で
は
臘
八
の
沐
浴
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
日
本
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
四
世
紀
の
『
慧え

に
ち
さ
ん
と
う
ふ
く
ぜ
ん
じ
ぎ
ょ
う
れ
い
き
ほ
う

日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』『
大だ
い

鑑か
ん

清し
ん

規ぎ

』『
叢そ
う
り
ん
し
ゅ
う
い

林
拾
遺
』（『
東
漸
和
尚
略
清
規
』）

な
ど
の
各
清
規
に
は
、
臘
八
仏
成
道
会
の
項
目
に
そ
れ
と
思
し
い
記
述
が
見
え
る
。
さ
ら
に
時
代
が
下
り
、
一
七
世
紀
の
『
黄お
う

檗ば
く

清し
ん

規ぎ

』

（
一
六
七
二
年
）「
報
本
章
第
二
・
仏
成
道
」
は
、『
法
苑
珠
林
』
と
同
様
の
説
を
挙
げ
「
此
日
設
浴
」
と
述
べ
る
（
Ｔ
八
二
・
七
六
七
中
）。
そ

し
て
そ
れ
以
降
の
『
椙

し
ょ
う

樹じ
ゅ

林り
ん

清し
ん

規ぎ

』（
巻
下
、
Ｓ
「
清
規
」
五
四
四
下
）
等
の
江
戸
期
の
清
規
に
も
そ
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
大
鑑

清
規
』
は
元
僧
の
清せ

い

拙せ
つ

正し
ょ
う

澄ち
ょ
う（

一
二
七
四
―
一
三
三
九
）
が
作
成
し
、『
黄
檗
清
規
』
は
木も
く
あ
ん
し
ょ
う
と
う

庵
性
瑫
（
一
六
一
一
―
一
六
八
四
）
ら
明
僧
の
手

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
か
ら
、
途
中
で
断
絶
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
臘
八
の
沐
浴
は
廃
れ
た
の
で
は
な
く
、
敢
え
て
挙
げ
ら
れ
な
く
な
る
ほ
ど

に
定
着
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
前
節
で
指
摘
し
た
通
り
、
臘
八
の
沐
浴
と
大
儺
は
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
は
『
法
苑
珠
林
』
の
説
に
そ
れ
が
見

え
る
だ
け
で
な
く
、『
荊
楚
歳
時
記
』
や
敦
煌
文
献
に
も
そ
の
意
図
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
裏
を
返
せ
ば
臘
八
の
沐
浴
が
受

容
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
根
拠
に
大
儺
に
つ
な
が
る
要
素
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
『
賢
愚
経
』
の
原
典
に
は
、
仏
の
意

を
汲
ん
だ
金
剛
力
士
が
六
師
を
降
し
、
仏
が
外
道
の
煩
悩
の
穢
れ
を
払
う
こ
と
が
語
ら
れ
、
そ
れ
を
臘
八
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
述
べ
て

い
た
。
こ
の
臘
八
と
い
う
日
付
は
、
大
儺
の
時
期
と
し
て
適
切
で
あ
り
、
六
師
を
降
す
と
い
う
点
と
煩
悩
の
穢
れ
を
払
う
と
い
う
点
は
、

大
儺
の
意
図
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
沐
浴
に
よ
る
物
理
的
な
汚
れ
を
払
う
と
い
う
要
素
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
か

ら
臘
八
の
沐
浴
と
は
、
大
儺
の
性
質
を
持
ち
合
わ
せ
た
仏
教
に
由
来
す
る
儀
礼
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
要
素
は
、
臘

八
仏
成
道
の
形
成
を
分
析
す
る
う
え
で
も
重
要
な
鍵
と
な
る
。

以
上
、
現
存
資
料
を
見
る
限
り
、
臘
八
に
行
わ
れ
る
最
も
古
い
仏
教
儀
礼
は
、
大
儺
に
も
通
じ
る
臘
八
の
沐
浴
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
六

世
紀
以
降
の
資
料
に
見
え
、『
賢
愚
経
』『
温
室
経
』
を
出
典
と
す
る
も
の
の
、
内
実
は
両
経
の
内
容
を
踏
ま
え
、
釈
迦
の
六
師
折
伏
の
話

を
換
骨
奪
胎
し
、
臘
八
の
沐
浴
を
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
宋
代
以
降
、
記
述
が
少
な
く
な
る
の
は
確
か
だ
が
、
後

の
清
規
に
見
え
る
こ
と
か
ら
定
着
し
た
と
も
考
え
ら
れ
た
。

次
項
で
は
、
こ
の
臘
八
の
沐
浴
よ
り
遅
れ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
臘
八
の
浴
仏
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
。

二
―
二　

臘
八
の
浴
仏

前
述
の
通
り
、
臘
八
の
沐
浴
の
記
述
は
宋
代
以
降
に
少
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
浴
仏
の
記
述
が
見
え
る
よ
う
に

（23） 

（24） 
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な
る
。

す
な
わ
ち
従
来
は
臘
八
の
「
沐
浴
」
の
出
典
と
し
て
い
た
も
の
を
、
五
代
・
北
宋
期
に
な
る
と
「
浴
仏
」
の
出
典
と
す
る
理
解
が
見
え

る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
五
代
で
は
義ぎ

楚そ

（
生
没
年
未
詳
）
の
『
釈
し
ゃ
く

氏し

六り
く

帖じ
ょ
う』（『

義
楚
六
帖
』・
九
五
四
年
）
巻
六
「
師
徒
教
戒
部
第
七
・

温
浴
」
に
「
臘
八
浴
仏
」
と
題
す
る
話
が
見
え
る
。
こ
れ
は
『
賢
愚
経
』
の
話
を
「
浴
仏
」
と
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
（『
釈
氏
六
帖
』、

浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
一
八
頁
）。
ま
た
北
宋
の
道ど
う

誠せ
い

（
生
没
年
未
詳
）
の
『
釈
し
ゃ
く

氏し

要よ
う

覧ら
ん

』（
一
〇
一
九
年
）
は
、
先
行
す
る
『
法

苑
珠
林
』
が
「
洗
僧
」
の
話
と
し
て
録
し
て
い
た
も
の
を
、「
浴
仏
」
の
話
と
し
て
収
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
高こ

う

承し
ょ
う（

生
没
年
未
詳
）
の

『
事じ

物ぶ
つ

紀き

原げ
ん

』（
元
豊
年
間
、
一
〇
七
八
―
一
〇
八
五
）
に
も
同
様
の
記
述
が
見
え
る
。

し
か
し
単
純
に
、
臘
八
の
沐
浴
が
浴
仏
に
変
化
し
た
と
は
言
え
ず
、
そ
の
根
拠
を
『
賢
愚
経
』
で
は
な
く
、
仏
誕
生
、
さ
ら
に
仏
成
道

と
す
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
根
拠
を
仏
降
誕
と
す
る
も
の
と
、
根
拠
を
示
さ
な
い
浴
仏
の
例
を
挙
げ
る
。
ま
た
、

そ
れ
を
仏
成
道
と
す
る
二
例
に
つ
い
て
は
次
節
で
分
析
す
る
。

ま
ず
臘
八
の
浴
仏
の
根
拠
と
し
て
仏
降
誕
を
記
す
も
の
に
、以
下
の
北
宋
の
賛さ

ん

寧ね
い（

九
一
九
―
一
〇
〇
一
）に
よ
る『
大だ
い

宋そ
う

僧そ
う

史し

略り
ゃ
く』（

九
七
六

年
）
巻
上
「
仏
降
年
代
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
北
宋
の
首
都
、
東
京
（
開
封
・
河
南
省
東
部
）
に
お
け
る
臘
八
の
仏
降
誕
に
つ
い
て
否
定
的
に

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
は
仏
降
誕
日
を
二
月
八
日
と
し
、そ
の
根
拠
を
未
詳
文
献
の『
周

し
ゅ
う

書し
ょ

異い

記き

』に
求
め
て
い
る（
注
47
参
照
）。

今
東
京
以
臘
月
八
日
浴
仏
言
仏
生
日
者
、
案
『
祇
洹
図
経
』、「
寺
中
有
坡
黎
師
子
、
形
如
拳
許
大
、
口
出
妙
音
、
菩
薩
聞
之
、
皆
超

地
位
。
毎
至
臘
月
八
日
、
舎
衛
城
中
士
女
競
持
香
花
、
来
聴
法
音
。」
詳
彼
、
不
言
仏
生
日
。
疑
天
竺
以
臘
八
為
節
日
耳
。
又
疑
是

用
『
多
論
』
二
月
八
日
。
臘
月
乃
周
之
二
月
也
。
東
西
遼
敻
故
、
多
差
異
焉
。

（
Ｔ
五
四
・
二
三
六
上
）

今い

ま
東
京
、
臘
月
八
日
の
浴
仏
を
以
て
仏
生
の
日
と
言
う
は
、
案
ず
る
に
『
祇ぎ

洹お
ん

図ず

経き
ょ
う』
の
、「
寺
の
中
に
坡は

黎り

の
師
子
有
り
、
形
、

（25） 
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拳
許ば
か

り
の
大
き
さ
の
如
く
、
口
に
妙
音
を
出
し
、
菩
薩
、
之
を
聞
か
ば
、
皆
な
地
位
を
超
ゆ
。
毎つ
ね

の
臘
月
八
日
に
至
り
、
舎
し
ゃ
え
い
じ
ょ
う

衛
城
中

の
士
女
、
競
っ
て
香
花
を
持
ち
、
法
音
を
来
聴
す
」
な
ら
ん
。
彼か

し
こを
詳
ら
か
に
す
る
も
、
仏
生
の
日
を
言
わ
ず
。
疑
う
ら
く
は
天
竺
、

臘
八
を
以
て
節
日
と
為
す
の
み
か
。
又ま

た
疑
う
ら
く
は
是
れ
『
多
論
』
の
二
月
八
日
を
用
い
る
か
。
臘
月
は
乃
ち
周
の
二
月
な
り
。

東
西
、
遼

り
ょ
う

敻け
ん

の
故
、
差
異
を
多
く
す
。

臘
八
の
浴
仏
を
仏
降
誕
日
だ
と
す
る
説
を
批
判
し
て
い
う
―
―
こ
れ
は
『
中

ち
ゅ
う

天て
ん

竺じ
く

舎し
ゃ

衛え

国こ
く

祇ぎ

洹お
ん

寺じ

図ず

経き
ょ
う』
巻
上
の
祇ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

園
精
舎
に
お
け
る

臘
八
の
行
事
の
記
述
（
Ｔ
四
五
・
八
八
四
上
）
に
依
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
を
詳
し
く
見
て
も
仏
降
誕
の
日
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
イ
ン
ド

で
は
臘
八
が
年
中
行
事
に
当
た
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
『
薩さ

つ

婆ば

多た

論ろ
ん

』（『
薩さ
つ

婆ば

多た

毘び

尼に

毘び

婆ば

沙し
ゃ

』）
が
言
う
二
月
八
日
の
仏
降
誕

に
依
る
の
だ
ろ
う
か
。
臘
月
と
は
周
（
中
国
古
代
王
朝
、
前
一
〇
五
〇
頃
―
前
二
五
六
）
の
二
月
で
あ
る
。
イ
ン
ド
と
中
国
で
は
遥
か
に
離
れ

て
い
る
か
ら
違
い
が
多
い
の
だ
。

こ
れ
は
臘
八
の
浴
仏
の
根
拠
を
仏
降
誕
と
す
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
も
の
の
、
例
外
的
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
臘
八
を
仏
降
誕
と
し

て
記
す
も
の
は
限
ら
れ
、
そ
れ
が
同
じ
開
封
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
広
く
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
典
拠
と
し
て
『
祇
洹
図
経
』
を
引
く
も
の
は
他
に
例
を
見
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
『
大
宋
僧
史
略
』
が
述
べ
る
二
つ
の
立
場
は
注
目
に
値
す
る
。
一
つ
は
、
釈
迦
在
世
当
時
に
当
た
る
と
す
る
周
の
二
月

八
日
が
、
現
在
の
十
二
月
八
日
だ
と
述
べ
る
点
。
も
う
一
つ
は
、
臘
八
の
仏
降
誕
の
根
拠
が
不
明
だ
と
指
摘
し
、
そ
の
根
拠
を
連
想
に
よ

り
挙
げ
る
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
前
者
は
、
本
来
根
拠
と
な
り
得
な
い
月
の
違
い
を
暦
の
解
釈
か
ら
そ
れ
と
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
臘
八
の
仏
降
誕

の
根
拠
が
曖
昧
な
連
想
に
依
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
臘
八
仏
成
道
の
形
成
を
考
え
る
際
に
も
極
め
て
重
要
な
視
点

と
な
る
。

（28） 

（29） （30） 

（31） 
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以
上
の
よ
う
に
臘
八
の
浴
仏
の
根
拠
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
宋
代
に
臘
八
の
浴
仏
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
に
確
認
で

き
る
。
以
下
は
そ
の
根
拠
を
明
示
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

北
宋
の
蘇そ

軾し
ょ
く（

一
〇
三
七
―
一
一
〇
一
）
に
よ
る
南
歌
子
「
黄
州
臘
八
日
飲
懐
民
小
閣
」
と
題
す
る
詩
に
は
、「
烘
暖
、
焼
香
の
閣
、
軽
寒
、

浴
仏
の
天
（
烘
暖
焼
香
閣
、
軽
寒
浴
仏
天
）」
と
見
え
る
（
薛
瑞
生
［
一
九
九
八
、四
一
二
―
四
一
三
］）。

そ
し
て
北
宋
の
首
都
、
開
封
で
の
臘
八
の
浴
仏
の
様
子
に
つ
い
て
、
そ
の
回
想
録
で
あ
る
『
東と

う

京け
い

夢む

華か

録ろ
く

』（
一
一
四
七
年
）
は
、
以
下

の
よ
う
に
詳
し
く
述
べ
る
。

初
八
日
、
街
巷
中
有
僧
尼
三
五
人
、
作
隊
念
仏
、
以
銀
・
銅
沙
羅
或
好
盆
器
、
坐
一
金
銅
或
木
仏
像
、
浸
以
香
水
、
楊
枝
洒
浴
、
排

門
教
化
。
諸
大
寺
作
浴
仏
会
、
并
送
七
宝
五
味
粥
与
門
徒
。
謂
之
「
臘
八
粥
」。

（
巻
一
〇
「
十
二
月
」、『
東
京
夢
華
録
』（
外
四
種
）
古
典
文
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
、
六
一
頁
）

初
八
日
、
街
巷
中
に
僧
尼
三
五
人
有
り
、
隊
を
作な

し
仏
を
念
じ
、
銀
・
銅
の
沙
羅
、
或
い
は
好
き
盆
器
を
以
て
、
一
つ
の
金
銅
、
或

い
は
木
の
仏
像
を
坐
さ
し
め
、
浸
す
に
香
水
を
以
て
し
、
楊
枝
も
て
洒
浴
し
、
門
を
排ひ

ら

き
教
化
す
。
諸
大
寺
は
浴
仏
会
を
作な

し
、
并

び
に
七
宝
五
味
粥
を
送
り
門
徒
に
与
う
。
之
を
「
臘
八
粥
」
と
謂
う
。

十
二
月
八
日
の
事
―
―
僧
尼
が
街
中
の
あ
ち
こ
ち
で
組
を
作
り
念
仏
し
、
銀
や
銅
の
盥た

ら
いも
し
く
は
ち
ょ
う
ど
良
い
盆
に
金
銅
や
木
の
仏

像
を
香
水
に
浸
し
安
置
す
る
。
そ
れ
を
柳
の
枝
で
浴
仏
し
家
々
を
教
化
し
て
回
る
。
諸
大
寺
院
で
は
浴
仏
会
を
催
す
と
と
も
に
、
七
宝
五

味
粥
を
門
徒
に
贈
る
。
こ
れ
を
「
臘
八
粥
」
と
言
う
。

寺
で
の
浴
仏
会
以
外
に
も
、具
体
的
な
街
頭
で
の
浴
仏
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。ま
た
浴
仏
の
根
拠
は
示
さ
ず
不
明
で
あ
る
も
の
の
、同
、

巻
八
「
四
月
八
日
」
に
「
仏
生
日
」
と
し
て
浴
仏
会
を
開
く
こ
と
が
記
さ
れ
る
た
め
（
同
、
四
七
頁
）、
少
な
く
と
も
仏
降
誕
を
根
拠
と
し

（32） 

15　『禪學研究』第99號，2021年3月



て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
見
え
る
臘
八
粥
は
稿
を
改
め
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
宋
代
の
文
献
に
見
え
る
臘
八
の
浴
仏
は
、
広
範
囲
に
及
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。
南
方
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
南

宋
の
祝

し
ゅ
く

穆ぼ
く

（
生
没
年
未
詳
）
や
、明
の
陸り
く

釴よ
く

（
一
四
三
九
―
一
四
八
九
）
が
述
べ
て
い
る
。
一
方
、北
方
で
も
行
わ
れ
た
こ
と
も
次
節
で
取
り
上

げ
る
『
翻
訳
名
義
集
』
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
宋
代
よ
り
後
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
る
。
臘
八
の
沐
浴
は
数
が
少
な
い
も
清
規
類
に
規
定
が
見
え
た
が
、
臘
八
の
浴

仏
に
つ
い
て
の
規
定
は
見
え
な
い
。
む
し
ろ
浴
仏
は
降
誕
に
限
る
こ
と
を
『
幻げ

ん
じ
ゅ
う
あ
ん
し
ん
ぎ

住
庵
清
規
』
や
『
増ぞ
う
し
ゅ
う
き
ょ
う
え
ん
し
ん
ぎ

修
教
苑
清
規
』
は
記
し
て
お
り
、
こ

の
点
で
臘
八
の
沐
浴
と
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。

た
だ
し
前
述
の
明
の
陸
釴
の
詩
に
見
え
、
ま
た
明
末
清
初
の
雪せ

っ
き
ょ
う
え
ん
し
ん

嶠
円
信
（
一
五
七
一
―
一
六
七
四
）
の
語
録
に
も
そ
れ
へ
の
言
及
が
あ
る

こ
と
か
ら
（『
雪
嶠
信
禅
師
語
録
』
巻
八
「
書
問
」「
附
石
布
衲
余
集
生
居
士
書
」
Ｑ
一
五
四
・
二
四
上
）、
全
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は

断
言
で
き
な
い
。

以
上
、
臘
八
の
浴
仏
は
一
〇
世
紀
の
五
代
の
資
料
に
見
え
、
一
一
・
一
二
世
紀
の
宋
代
に
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
全
く
廃
れ
た
と
言
い
切
れ
な
い
も
の
の
、
清
規
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
儀
礼
は
時
間
の
経
過
に
伴
い
次
第
に
薄
れ
た

の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
根
拠
は
、
臘
八
の
沐
浴
と
同
じ
と
す
る
も
の
や
、
仏
降
誕
を
根
拠
と
し
た
も
の
が
あ
り
、
次
節
で
分
析
す
る

仏
成
道
を
そ
れ
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
臘
八
の
浴
仏
の
根
拠
は
曖
昧
で
あ
り
、
そ
の
た
め
そ
の
目
的
や
性
質
も
一
定
せ
ず
不

明
で
あ
る
。

な
お
臘
八
の
浴
仏
が
薄
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
同
時
期
か
ら
見
え
始
め
る
臘
八
粥
の
記
述
が
逆
に
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
定
着

す
る
こ
と
か
ら
、
儀
礼
の
中
心
が
臘
八
粥
に
代
わ
り
、
ま
た
仏
降
誕
会
に
同
様
の
儀
礼
が
あ
っ
た
た
め
臘
八
の
そ
れ
が
定
着
し
な
か
っ
た

（33） 
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可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
臘
八
仏
成
道
の
要
素

こ
れ
ま
で
臘
日
と
大
儺
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
、
そ
し
て
臘
八
の
沐
浴
と
浴
仏
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
た
。
本
節
で
は
、（
一
）
仏
成

道
の
日
付
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
う
え
で
、（
二
）
こ
れ
ま
で
の
分
析
と
仏
成
道
に
含
ま
れ
る
共
通
の
要
素
か
ら
、
臘
八
仏
成

道
の
形
成
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

こ
れ
は
、
臘
八
が
仏
成
道
の
日
と
目
さ
れ
る
に
当
た
り
、
仏
典
の
明
確
な
根
拠
に
依
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
種
々
の
要
素
が
相
互
に

補
完
し
合
う
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

三
―
一　

二
月
八
日
の
仏
成
道
か
ら
臘
八
の
仏
成
道
へ

序
で
述
べ
た
通
り
現
在
、
中
国
や
日
本
を
始
め
と
す
る
漢
伝
仏
教
が
伝
播
し
た
諸
地
域
で
は
、
仏
成
道
の
日
を
臘
八
と
す
る
が
、
各
種

仏
典
・
仏
伝
資
料
に
こ
の
日
を
仏
成
道
の
日
と
す
る
も
の
は
見
え
な
い
。

す
な
わ
ち
森
章
司
［
一
九
九
七
、一
三
七
―
一
四
一
］
に
よ
る
と
、
仏
成
道
の
日
は
イ
ン
ド
撰
述
の
漢
伝
経
典
類
で
は
二
・
四
月
の
八
日

で
あ
り
、
中
国
撰
述
の
文
献
で
は
ほ
と
ん
ど
が
二
月
八
日
で
例
外
的
に
三
月
八
日
や
十
五
日
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
臘
八
仏
成
道
は
仏
典
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
が
見
え
る
古
い
資
料
に
、
六
朝
末
の
南な

ん

岳が
く

慧え

思し

（
五
一
五
―
五
七
七
）
の
『
南な
ん

岳が
く

思し

大だ
い

禅ぜ
ん

師じ

立り
ゅ
う

誓せ
い

願が
ん

文も
ん

』
が
あ
る
が
、こ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
に
複
数
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
慧
思
が
そ
の
根
拠
と
す
る
『
悲ひ

門も
ん

三ざ
ん

昧ま
い

観か
ん

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

品ぼ
ん

本ほ
ん

起き

経き
ょ
う』
と
い
う
経
典
は
未
詳
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
以
降
、
臘
八
を
仏
成
道
の
日
と
す
る
資
料
が
出
現
す
る
ま
で
時
間
的
隔
た

り
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
資
料
に
は
後
代
の
付
加
が
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
が
慧
思
の
真
撰
な
ら
ば
、
六
世

（38） 
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紀
に
臘
八
が
仏
成
道
の
日
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
こ
の
資
料
だ
け
で
は
そ
れ
を
確
定
し
難
い
の
で
あ
る
。

臘
八
仏
成
道
が
複
数
の
資
料
に
見
え
始
め
る
の
は
、
管
見
の
限
り
一
〇
世
紀
の
五
代
か
ら
の
こ
と
と
な
る
。

た
と
え
ば
前
述
の
五
代
の
『
釈
氏
六
帖
』
巻
六
「
師
徒
教
戒
部
第
七
・
温
浴
」
は
、「
臘
八
浴
仏
」
と
題
し
て
『
賢
愚
経
』
に
由
来
す

る
話
を
掲
載
す
る
一
方
で
、
そ
の
三
段
後
ろ
に
「
成
道
粥
浴
」
と
題
し
、
臘
八
の
仏
成
道
を
記
す
（『
釈
氏
六
帖
』、
浙
江
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
、一
一
八
頁
）。
そ
こ
で
は
未
詳
文
献
の
『
法ほ
う

王お
う

記き

』
か
ら
そ
の
年
を
「
周
の
穆
王
（
在
位
・
九
七
六
―
九
二
二
）
の
二
年
癸
未
（
前

九
七
五
）」
と
述
べ
る
。

ま
た
同
時
期
の
陶と

う

穀こ
く

（
九
〇
三
―
九
七
〇
）
に
よ
る
『
清せ
い

異い

録ろ
く

』
巻
下
「
饌
羞
門
・
張
手
美
家
」
に
は
、
開
封
（
五
代
か
北
宋
か
は
不
明
）

の
張
手
美
家
な
る
食
品
店
に
お
け
る
、
仏
成
道
を
記
念
し
た
と
思
し
い
「
法
王
料
斗
」
と
い
う
食
品
名
が
見
え
る
（
陳
氏
庸
間
斎
重
刊
、
光

緒
乙
亥
（
一
八
七
五
）
年
本
、
五
二
丁
裏
―
五
三
丁
表
）。

こ
の
よ
う
な
臘
八
仏
成
道
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
臘
八
の
浴
仏
が
資
料
に
見
え
始
め
る
時
期
と
ほ
ぼ
軌
を
一

に
し
て
い
る
。

そ
し
て
宋
代
に
入
る
と
、
浴
仏
の
根
拠
と
し
て
臘
八
仏
成
道
を
記
す
資
料
が
現
れ
る
。
北
宋
の
丹た

ん

霞か

子し

淳じ
ゅ
ん（

一
〇
六
六
―
一
一
一
九
）
の

語
録
に
は
、そ
れ
を
記
念
し
た
浴
仏
が
見
え
、南
宋
の
法ほ

う

雲う
ん

惟い

白は
く

（
生
没
年
未
詳
）
に
よ
る
『
翻ほ
ん
や
く
み
ょ
う
ぎ
し
ゅ
う

訳
名
義
集
』（
一
一
四
三
年
）
巻
三
「
林
木
篇
」

は
、
以
下
の
よ
う
に
『
周
書
異
記
』
の
記
述
に
よ
り
そ
れ
を
行
う
こ
と
を
述
べ
る
。

又
今
北
地
尚
臈
八
浴
仏
。
乃
属
成
道
之
節
。
故
『
周
書
異
記
』
云
、「
周
穆
王
二
年
癸
未
二
月
八
日
、
仏
年
三
十
成
道
。」
正
当
今
之

臈
八
也
。

（
Ｔ
五
四
・
一
一
〇
一
下
―
一
一
〇
二
上
）

又ま

た
今い

ま
北
地
、
臈
八
の
浴
仏
を
尚
ぶ
。
乃
ち
成
道
の
節
に
属
す
。
故
は
『
周
書
異
記
』
に
云
わ
く
、「
周
の
穆
王
の
二
年
癸
未
二

（40） 
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月
八
日
、
仏
、
年
三
十
に
し
て
成
道
す
」
と
。
正
に
今
の
臈
八
に
当
た
る
な
り
。

『
翻
訳
名
義
集
』
は
い
う
―
―
今
、
北
方
で
は
臘
八
の
浴
仏
を
尊
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
仏
成
道
の
儀
礼
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
周
書
異
記
』

が
言
う
、「
周
の
穆
王
、
二
年
癸
未
の
二
月
八
日
、
仏
が
三
〇
歳
の
時
に
成
道
し
た
」
と
あ
る
に
よ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
現
在
の
臘
八
に

当
た
る
。

こ
こ
で
は
『
釈
氏
六
帖
』
と
同
じ
仏
成
道
の
年
を
用
い
、
先
行
す
る
『
大
宋
僧
史
略
』
が
用
い
た
論
法
に
よ
り
、
仏
成
道
日
が
臘
八
だ

と
断
定
す
る
―
―
こ
の
こ
と
か
ら
、『
釈
氏
六
帖
』
も
同
様
の
論
法
に
よ
り
臘
八
仏
成
道
を
導
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
―
―
。

何
度
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仏
典
に
お
い
て
仏
成
道
を
臘
八
と
す
る
も
の
は
見
え
な
い
。
し
か
し
『
翻
訳
名
義
集
』
が
言
う
よ
う
に
、

そ
れ
を
二
月
八
日
と
す
る
の
は
前
述
の
通
り
多
く
の
経
典
に
見
え
、
ま
た
仏
降
誕
も
同
日
と
す
る
も
の
も
多
く
あ
る
。

た
と
え
ば
『
大
宋
僧
史
略
』
が
挙
げ
た
『
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
』
は
、
釈
迦
は
二
月
八
日
の
沸
星
が
出
現
し
た
時
に
降
誕
し
、
ま
た
成

道
し
た
と
述
べ
る
。
こ
の
立
場
は
経
典
に
も
見
え
、『
長

じ
ょ
う

阿あ

含ご
ん

経き
ょ
う』
巻
四
「
遊
行
経
」（
Ｔ
一
・
三
〇
上
）
等
も
二
月
八
日
の
降
誕
と
成
道
を

記
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
周
の
二
月
が
現
在
の
十
二
月
だ
と
す
る
論
法
さ
え
受
容
す
れ
ば
、
臘
八
の
仏
成
道
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
れ
は
釈
迦
が
活
動
し
て
い
た
時
代
を
周
代
と
す
る
隋
唐
代
以
降
の
定
説
と
、
以
下
に
示
す
中
国
古
代
の
暦
に
差
異
が
あ
る
と
い
う
説

を
踏
ま
え
て
い
る
。

古
代
中
国
の
各
王
朝
は
、
年
始
の
起
点
が
異
な
る
暦
を
採
用
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
漢
代
に
は
、
釈
迦
が
活
動
し
て
い
た
周
代

と
、
そ
れ
以
前
の
夏
代
（
前
一
九
〇
〇
年
頃
か
ら
前
一
六
〇
〇
年
頃
）
は
暦
が
二
ヶ
月
ず
れ
て
お
り
、
周
の
二
月
は
夏
の
十
二
月
だ
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
漢
代
以
降
、
中
国
で
は
夏
の
暦
を
用
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
周
の
二
月
は
現
在
の
十
二
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
か
ら
、
仏
成
道
日
を
臘
八
と
す
る
説
明
が
可
能
と
な
る
。

（43） 
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し
か
し
こ
の
論
法
を
用
い
る
と
、
仏
降
誕
日
や
仏
涅
槃
日
と
の
整
合
性
が
取
れ
な
く
な
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
中
国
で

は
南
北
朝
以
来
、
仏
降
誕
日
を
四
月
八
日
、
仏
涅
槃
日
を
二
月
十
五
日
と
す
る
説
が
広
く
取
ら
れ
て
お
り
（『
釈
迦
譜
』『
釈
迦
氏
譜
』
等
）、

そ
こ
に
こ
の
暦
の
差
異
を
適
用
す
る
と
、
仏
降
誕
日
と
仏
涅
槃
日
が
そ
れ
ぞ
れ
、
二
月
八
日
と
十
二
月
十
五
日
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。確

か
に
前
述
の
『
大
宋
僧
史
略
』
は
、
臘
八
を
仏
降
誕
日
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
否
定
的
に
述
べ
た
後
、
こ

の
説
を
用
い
て
二
月
八
日
の
そ
れ
の
正
統
性
を
主
張
す
る
。
ま
た
十
二
月
十
五
日
の
涅
槃
に
つ
い
て
も
、
北
宋
の
『
北ほ

く

山さ
ん

録ろ
く

』
巻
一
「
聖

人
生
」
に
お
け
る
慧
宝
の
注
に
諸
説
と
併
記
し
て
そ
れ
が
見
え
、『
翻
訳
名
義
集
』
も
そ
れ
が
妥
当
だ
と
述
べ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
暦
が
二
ヶ
月
ず
れ
る
と
い
う
説
は
、
仏
降
誕
や
仏
涅
槃
に
も
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
例
外
的
で
あ
り
、
通
常
は
仏
降
誕
日
と
仏
涅
槃
日
は
そ
れ
ぞ
れ
、
四
月
八
日
と
二
月
十
五
日
が
取
ら
れ
る
。
つ
ま
り
一
部
の
例
外
を
除

き
こ
の
説
が
適
用
さ
れ
た
の
は
、
臘
八
仏
成
道
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
二
月
八
日
の
仏
降
誕
を
記
す
経
典
は
前
述
の
よ
う
に
多

く
存
在
す
る
が
、
暦
の
問
題
を
記
す
例
は
な
い
。

ま
た
臘
八
仏
成
道
に
限
ら
ず
、
暦
の
問
題
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
『
歴
代
三
宝
紀
』
や
『
法
苑
珠
林
』
は
異
な
っ
た
主
張
を
し
て
お

り
、
統
一
的
な
見
解
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

以
上
、
仏
成
道
を
臘
八
と
す
る
最
も
重
要
な
日
付
の
問
題
は
、
暦
の
差
異
で
説
明
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

だ
け
で
臘
八
仏
成
道
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
次
項
で
分
析
す
る
要
素
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
れ
は
一
〇
世
紀
に
臘
八
仏
成
道
が
表
面
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
暦
の
問
題
の
み
で
説
明
が
つ
か
な
い
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
後

漢
に
は
暦
の
ず
れ
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
り
、南
北
朝
に
は
そ
れ
を
導
き
出
す
の
に
必
要
な
材
料
は
揃
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

臘
八
仏
成
道
が
資
料
に
見
え
る
の
は
一
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
理
論
が
適
用
さ
れ
た
の
は
仏

（47） 

（48） 

（49） 

（50） 

臘八仏成道の形成 　20



成
道
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
前
節
で
述
べ
た
通
り
、
臘
八
の
仏
降
誕
を
説
明
す
る
際
に
は
、
曖
昧
な
連
想
に
よ
る
要
因
が
列
挙

さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
次
項
に
お
い
て
、
そ
の
形
成
の
一
要
素
と
し
て
、
仏
成
道
が
定
着
す
る
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
臘
八
の
沐
浴
と

の
つ
な
が
り
を
考
え
る
。

三
―
二　

臘
八
仏
成
道
に
お
け
る
沐
浴
と
大
儺

こ
こ
で
は
沐
浴
と
大
儺
と
い
う
要
素
が
、
臘
八
仏
成
道
の
形
成
に
関
与
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
分
析
を
行
っ
た
臘
八
の
沐
浴
と
浴
仏
に
は
「
浴
」
と
い
う
共
通
す
る
要
素
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
後
者
は
、
す
で
に
指

摘
し
た
通
り
そ
の
性
質
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
拙
論
で
は
、
穢
れ
を
払
う
と
い
う
明
確
な
性
質
を
持
つ
臘
八
の
沐
浴
の

要
素
に
絞
り
分
析
を
進
め
る
。

ま
ず
成
道
前
の
沐
浴
と
、
臘
八
の
沐
浴
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
成
道
前
の
沐
浴
を
成
道
の
一
要
素
と
す
る
妥
当
性
を
考
え
る
。

こ
れ
は
成
道
と
沐
浴
に
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
序
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
仏
が
山
を
下
り
沐
浴
す
る
姿
が
仏
伝

に
描
か
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
成
道
前̀
の
事
柄
で
あ
る
。『
過か

去こ

現げ
ん

在ざ
い

因い
ん

果が

経き
ょ
う』
巻
三
な
ど
、
沐
浴
の
後
の
降
魔
を
二
月
七

日
の
夜
（
Ｔ
三
・
六
四
一
中
）
と
す
る
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
こ
れ
は
成
道
と
同
日
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
臘
八
仏
成
道
の

日
付
は
、
前
項
の
分
析
か
ら
整
合
性
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
成
道
前
の
沐
浴
が
臘
八
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
ず
、
臘
八
仏
成

道
と
仏
の
沐
浴
は
厳
密
に
は
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
時
間
的
問
題
を
解
決
す
る
文
言
が
、
敦
煌
変
文
―
―
大
衆
教
化
の
俗
講
に
用
い
た
講
唱
文
で
敦
煌
の
も
の
―
―
の
う
ち
、

釈
迦
が
魔
を
降
し
成
道
す
る
様
を
描
い
た
「
破は

魔ま

変へ
ん

」
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

…
…
当
臘
月
八
日
之
晨
、
下
山
置
（
於
）
熙
連
河
沐
浴
、
洗
多
年
之
膩
体
、
証
紫
磨
之
金
身
。
…
…
。
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（『
敦
煌
変
文
校
注
』
巻
四
、
黄
征
、
張
涌
泉
［
一
九
九
七
、五
三
二
］）

…
…
臘
月
八
日
の
晨
に
当
た
り
、
山
を
下
り
熙
連
河
に
於
い
て
沐
浴
し
、
多
年
の
膩
体
を
洗
い
、
紫
磨
の
金
身
を
証
す
。
…
…
。

仏
は
六
年
の
苦
行
を
捨
て
る
―
―
臘
月
八
日
の
夜
明
け
に
、
山
を
下
り
尼
連
禅
河
に
て
沐
浴
な
さ
り
、
長
年
の
垢
を
洗
い
落
と
さ
れ
、

そ
の
紫
が
か
っ
た
黄
金
の
お
身
体
を
現
さ
れ
た
の
で
し
た
。

こ
れ
は
五
代
後
晋
の
天
福
甲
辰
（
九
四
四
）
年
の
刊
記
を
持
つ
。
つ
ま
り
五
代
の
北
方
に
位
置
し
た
後
晋
の
年
号
を
持
つ
文
献
が
、
成

道
前
の
沐
浴
を
臘
八
と
記
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
じ
く
敦
煌
変
文
の
「
八は

っ

相そ
う

変へ
ん

（
一
）」
に
も
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
見
え
る
。

ま
た
「
釈
迦
出
山
像
―
―
六
年
間
の
苦
行
を
放
棄
し
て
山
を
下
る
釈
迦
を
象

か
た
ど

っ
た
も
の
―
―
」
を
成
道
会
に
記
念
し
て
用
い
た
こ
と
が
、

宋
代
の
禅
僧
の
語
録
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
北
宋
の
仏ぶ

つ

眼げ
ん

清せ
い

遠お
ん

（
一
〇
六
七
―
一
一
二
〇
）
の
語
録
や
（『
古
尊
宿
語
録
』
巻
三
〇
「
舒
州
龍
門

仏
眼
和
尚
語
録
」
Ｚ
一
一
八
・
五
五
三
上
）、
覚か
く

範は
ん

慧え

洪こ
う

（
一
〇
七
一
―
一
一
二
八
）
の
そ
れ
に
は
（『
林
間
録
後
集
』
Ｚ
一
四
八
・
六
四
八
上
）、
臘
八

と
は
見
え
な
い
が
成
道
を
記
念
す
る
「
釈
迦
出
山
像
」
に
つ
い
て
の
賛
が
あ
る
。
先
の
敦
煌
変
文
が
い
う
観
点
を
共
有
し
て
い
た
か
は
不

明
だ
が
、
出
山
も
成
道
前
の
事
柄
な
の
で
、
少
な
く
と
も
成
道
前
の
事
柄
を
合
わ
せ
て
成
道
を
記
念
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
成
道
を
記
念
す
る
場
合
、
臘
八
前
の
山
を
下
り
沐
浴
す
る
こ
と
と
、
成
道
と
の
時
間
的
な
相
違
は
問
題
と
し
な
い

認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
拙
論
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
臘
八
粥
の
受
容
か
ら
も
言
え
る
。
な
お
仏
成
道
は
「
降
魔
成
道
」

と
も
呼
ば
れ
る
が
、
こ
こ
に
出
山
と
沐
浴
も
含
み
一
連
の
事
柄
と
す
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
臘
八
仏
成
道
と
臘
八
の
沐
浴
に
つ
い
て
、「
沐
浴
」と
い
う
表
面
的
な
共
通
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
妥
当
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
こ
の
両
話
は
内
面
性
に
も
共
通
点
が
あ
り
、
そ
れ
も
臘
八
仏
成
道
の
形
成
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
臘
八
の
沐
浴
の
根
拠
で
は
、
六
師
を
下
し
沐
浴
に
よ
り
穢
れ
を
落
と
す
こ
と
が
語
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
大
儺
に
通
じ
る

か
ら
こ
そ
、
受
容
定
着
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
が
臘
八
仏
成
道
に
も
当
て
は
ま
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（51） 
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す
で
に
見
た
よ
う
に
、
仏
成
道
で
は
沐
浴
と
降
魔
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
の
通
り
沐
浴
は
、
汚
れ
を
落
と
す
と
い
う
性
質
が

穢
れ
を
払
う
と
い
う
意
図
に
通
じ
る
。
そ
し
て
降
魔
も
そ
の
内
容
か
ら
、
そ
こ
に
穢
れ
を
払
う
と
い
う
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
臘
八
の
沐
浴
と
仏
成
道
に
は
、表
面
的
な
沐
浴
と
い
う
要
素
に
加
え
、大
儺
に
通
じ
る
共
通
す
る
内
面
的
要
素
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
魔
と
六
師
外
道
を
無
理
に
同
一
視
す
る
必
要
は
な
い
が
、
両
者
を
同
列
に
置
く
「
天
魔
外
道
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
ま
た
前
述
の

敦
煌
変
文
「
八
相
変
（
一
）」
に
は
、
仏
成
道
の
場
面
に
お
い
て
天
魔
と
外
道
を
降
す
こ
と
を
併
記
す
る
描
写
も
見
え
る
。

以
上
、
臘
八
仏
成
道
の
形
成
に
つ
い
て
、（
一
）
日
付
（
二
）
沐
浴
と
大
儺
、
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
分
析
を
進
め
た
。
こ
れ
に
よ

り
臘
八
と
い
う
日
付
は
、
暦
の
差
異
に
よ
り
説
明
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
臘
八
仏
成
道
の
形
成
要
素
と
し
て
、
臘
八
の
沐
浴

と
の
連
続
性
を
踏
ま
え
沐
浴
と
大
儺
と
い
う
二
点
を
指
摘
し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
形
成
に
お
け
る
要
素
の
役
割
は
あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
り
、
ま
た
臘
八
仏
成
道
に
お
い
て
大
儺
と
通
じ
る
明
確
な
儀
礼

は
見
え
な
い
。
そ
こ
で
臘
八
仏
成
道
に
つ
い
て
文
献
上
の
事
実
の
み
を
示
す
と
、
五
代
・
北
宋
期
か
ら
臘
八
を
仏
成
道
の
日
と
す
る
説
が

見
え
る
よ
う
に
な
り
、
南
宋
代
以
降
に
そ
れ
が
広
く
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
南
宋
の
定
着
の
様
相
を
簡
潔
に
述
べ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
南
宋
の
天て

ん

童ど
う

如に
ょ

浄じ
ょ
う（

一
一
六
三
―
一
二
二
八
）
や
虚き

堂ど
う

智ち

愚ぐ

（
一
一
八
五
―
一
二
六
九
）を
始
め
と
す
る
禅
僧
の
語
録
に
、仏
成
道
を
述
べ
る
臘
八
上
堂
が
多
く
見
え
、南
宋
末
に
は『
入に
っ
し
ゅ
う
す
ち

衆
須
知
』（
一
二
六
〇

年
頃
、「
啓
建
満
散
」
Ｚ
一
一
一
・
九
六
四
下
）
や
『
叢そ
う

林り
ん

校こ
う

定て
い

清し
ん

規ぎ

総そ
う

要よ
う

』（
一
二
七
四
年
、
巻
下
「
月
分
須
知
」
Ｚ
一
一
二
・
四
九
上
）
と
い
っ
た

禅
林
の
清
規
に
臘
八
仏
成
道
が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

拙
論
で
は
、
臘
八
仏
成
道
の
形
成
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。

ま
ず
資
料
上
、中
国
に
お
い
て
十
二
月
八
日
の
仏
教
儀
礼
と
し
て
初
め
て
見
え
た
の
は
、六
世
紀
頃
か
ら
始
ま
っ
た
臘
八
の
沐
浴
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
『
賢
愚
経
』
を
基
軸
に
『
温
室
経
』
の
趣
意
を
加
え
、
そ
の
内
容
を
改
め
た
も
の
を
典
拠
に
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
穢
れ
を

払
う
意
図
が
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
儀
礼
の
様
相
を
記
す
資
料
に
も
、
罪
障
を
落
と
す
目
的
が
見
え
た
。
こ
れ
ら
か
ら
臘
八
の
沐
浴

が
受
容
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
中
国
で
古
く
か
ら
臘
月
に
行
わ
れ
て
い
た
、
穢
れ
を
払
う
大
儺
と
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し

た
。
言
葉
を
換
え
る
と
臘
八
の
沐
浴
は
、イ
ン
ド
由
来
の
仏
教
経
典
に
基
づ
い
て
中
国
で
行
わ
れ
た
大
儺
の
一
種
と
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
後
代
の
清
規
に
年
中
行
事
と
し
て
見
え
る
こ
と
か
ら
定
着
し
た
こ
と
も
窺
え
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
記
述
は
宋
代
以
降
に
少
な
く

な
る
。

次
に
一
〇
世
紀
の
五
代
・
北
宋
期
に
は
、
右
の
『
賢
愚
経
』
の
他
、
仏
成
道
・
仏
降
誕
を
そ
の
根
拠
と
す
る
臘
八
の
浴
仏
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
臘
八
の
浴
仏
は
、
次
第
に
薄
れ
て
ゆ
き
宋
代
の
後
、
そ
れ
を
記
す
資
料
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
る
。

そ
し
て
臘
八
仏
成
道
は
、
臘
八
の
浴
仏
と
同
じ
く
五
代
か
ら
見
え
始
め
、
南
宋
代
に
は
そ
れ
が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
定
着
す
る
こ

と
と
な
る
。

そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
仏
典
が
臘
八
の
仏
成
道
を
記
さ
な
い
と
い
う
日
付
の
問
題
は
、
中
国
に
お
け
る
暦
の
差
異
の
解
釈
に

よ
り
解
決
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
臘
八
仏
成
道
が
形
成
さ
れ
る
に
は
、
他
の
要
素
も
働
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は
暦
の
解
釈

が
、
仏
降
誕
日
や
仏
涅
槃
日
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
仏
成
道
に
の
み
適
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
臘
八
に
は
以
前
か
ら
沐
浴
が
行
わ
れ
、

さ
ら
に
仏
降
誕
が
そ
の
日
だ
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
仏
成
道
日
と
し
て
定
着
し
た
事
実
が
あ
る
。
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そ
こ
で
拙
論
で
は
臘
八
仏
成
道
に
つ
い
て
、
臘
八
の
沐
浴
と
の
表
面
的
な
要
素
を
介
し
て
の
つ
な
が
り
と
、
仏
成
道
が
持
つ
大
儺
に
通

じ
る
要
素
が
、
そ
れ
ぞ
れ
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
形
成
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

す
な
わ
ち
臘
八
の
沐
浴
と
仏
成
道
は
、「
沐
浴
」
と
い
う
共
通
し
た
表
面
的
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
両
者
が
内
包
す
る
二
つ
の
要

素
は
類
似
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
穢
れ
を
払
う
と
い
う
点
で
一
致
す
る
。
そ
の
共
通
す
る
二
つ
の
内
面
的
要
素
と
は
、
臘
八
の
沐
浴
に
お

け
る
、
①
沐
浴
に
よ
り
穢
れ
を
落
と
し
、
②
仏
が
六
師
外
道
を
降
す
と
い
う
も
の
と
、
仏
成
道
に
お
け
る
、
①
成
道
前
に
沐
浴
に
よ
り
穢

れ
を
落
と
し
、
②
仏
が
魔
を
降
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
臘
八
の
沐
浴
が
穢
れ
を
払
う
と
い
う
大
儺
の
要
素
を
前
提
に
成
立
し

て
い
た
こ
と
を
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
仏
成
道
が
臘
八
の
儀
礼
と
し
て
受
容
定
着
し
た
一
要
因
と
し
て
指
摘
し
た
。

以
上
に
示
し
た
、
臘
八
仏
成
道
の
形
成
に
お
け
る
各
要
素
と
そ
の
役
割
は
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
除
い

た
う
え
で
各
資
料
に
見
え
る
記
述
の
変
遷
の
み
を
時
系
列
順
に
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
六
世
紀
頃
に
穢
れ
を
払
う
と
い
う
性
質
を
持
っ
た
臘
八
の
沐
浴
が
興
り
、
一
〇
世
紀
頃
か
ら
臘
八
の
浴
仏
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
沐
浴
が
そ
こ
に
描
か
れ
る
臘
八
仏
成
道
が
見
え
始
め
、
南
宋
に
は
そ
れ
が
定
着
し
た
。
ま
た
仏

成
道
日
を
臘
八
と
記
す
仏
典
が
な
い
と
い
う
点
は
、
暦
の
解
釈
に
よ
り
説
明
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
拙
論
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
臘
八
粥
は
、
臘
八
の
浴
仏
と
と
も
に
北
宋
か
ら
資
料
に
現
れ
、
後
に
臘
八
の
行
事
の
中
心
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
様
々
な
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
稿
を
改
め
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

【
参
考
文
献
・
略
号
表
】

Ｄ
：『
敦
煌
宝
蔵
』（
黄
永
武
（
編
）
全
一
四
〇
冊
、
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
八
一
―
一
九
八
六
年
）

Ｇ
：『
古
今
図
書
集
成
』（
陳
夢
雷
（
編
）
蒋
廷
錫
（
校
訂
）
全
八
〇
冊
、
中
華
書
局
・
巴
蜀
書
社
、
一
九
八
五
年
）

Ｑ
：『
乾
隆
大
蔵
経
』（
全
一
六
八
冊
、
新
文
豊
出
版
、
一
九
九
一
年
）
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Ｓ
：『
曹
洞
宗
全
書
』（
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
編
、
全
二
〇
巻
、
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
二
九
―
一
九
三
八
年
）

Ｔ
：『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
高
楠
順
次
郎
（
編
）、
全
一
〇
〇
巻
、
大
正
一
切
経
刊
行
会
、
一
九
二
四
―
一
九
三
二
年
）

Ｚ
：�『
卍
続
蔵
経
』（
全
一
五
〇
冊
、
新
文
豊
出
版
、
一
九
七
六
年
）
※
『
大
日
本
続
蔵
経
』
の
影
印
（
全
一
五
〇
套
、
蔵
経
書
院
、

一
九
〇
五
―
一
九
一
二
年
）

惠
谷
隆
戒
［
一
九
五
八
］「
南
岳
慧
思
の
立
誓
願
文
は
偽
作
か
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
巻
六
、二
号
、
五
二
四
―
五
二
七
頁
。

尾
﨑
正
善
［
一
九
九
九
］「
翻
刻
・『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』」『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
、
五
五
―
七
五
頁
。

尾
﨑
正
善
［
二
〇
〇
〇
］「
翻
刻
・
聴
松
院
蔵
『
大
鑑
清
規
』」『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
号
、
六
七
―
一
五
二
頁
。

尾
﨑
正
善�

［
二
〇
〇
一
］「
翻
刻
・
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
『
叢
林
拾
遺
』（
東
漸
和
尚
略
清
規
）」『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
三
八
号
、

九
九
―
一
四
五
頁
。

尾
﨑
正
善
［
二
〇
〇
四
］「
三
仏
忌
に
つ
い
て
―
―
成
道
会
の
儀
礼
に
つ
い
て
（
一
）」『
宗
学
研
究
』
第
四
六
号
、
一
〇
三
―
一
〇
八
頁
。

尾
﨑
正
善
［
二
〇
〇
五
］「
三
仏
忌
考
―
―
成
道
会
の
儀
礼
に
つ
い
て
（
二
）」『
宗
学
研
究
』
第
四
七
号
、
一
七
五
―
一
八
〇
頁
。

小
野
勝
年
［
一
九
六
四
］『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
第
一
巻
、
鈴
木
学
術
財
団
。

小
野
勝
年
［
一
九
六
七
］『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
第
三
巻
、
鈴
木
学
術
財
団
。

畢
悦
［
二
〇
一
八
］「
臘
八
節
考
略
―
―
兼
論
陕
西
地
区
臘
八
節
諸
習
俗
」『
咸
陽
師
範
学
院
報
』
第
三
三
巻
第
三
期
、
八
三
―
八
八
頁
。

夏
日
新
［
一
九
九
八
］「
臘
日
与
臘
八
日
」『
江
漢
論
壇
』
巻
二
、三
―
五
頁
。

神
塚
淑
子�

［
二
〇
一
四
］「
仏
典
『
温
室
経
』
と
道
典
『
洗
浴
経
』」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
第
一
八
〇
号(

哲
学

六
〇)

、
五
七
―
八
三
頁
。

邱
倩
楠
［
二
〇
一
七
］『
唐
宋
時
期
仏
誕
日
、
孟
蘭
盆
節
、
臘
八
日
研
究
』
碩
士
論
文
、
西
北
民
族
大
学
。
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許
逸
民
［
二
〇
二
〇
］『
歳
時
広
記
』
中
華
書
局
（
点
校
）。

曲
六
乙�
［
一
九
九
六
］「
中
国
の
儺
戯
―
―
神
秘
・
奇
特
の
芸
能
世
界
」『
日
中
文
化
研
究
』第
九
巻
、一
〇
八
―
一
二
三
頁
、和
田
浩
平（
訳
）。

金
圓
、
許
沛
藻
［
一
九
八
九
］『
事
物
紀
原
』
中
華
書
局
（
点
校
）。

黄
征
、
張
涌
泉
［
一
九
九
七
］『
敦
煌
変
文
校
注
』
中
華
書
局
、（
校
注
）。

高
啓
安
［
二
〇
〇
四
］『
唐
五
代
敦
煌
飲
食
文
化
研
究
』
民
俗
出
版
社
。

小
林
泰
喜
［
一
九
七
五
］「
南
岳
慧
思
立
誓
願
文
の
形
成
に
関
す
る
問
題
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
巻
二
四
、一
号
、二
五
〇
―
二
五
三
頁
。

蒋
力
生
［
一
九
九
六
］『
雲
笈
七
籤
』
華
夏
出
版
社
、（
等
校
注
）。

薛
瑞
生
［
一
九
九
八
］『
東
坡
詞
編
年
箋
証
』
三
秦
出
版
社
（
箋
証
）。

玉
川
三
佐
男
［
一
九
八
八
］『
玉
燭
宝
典
』
明
徳
出
版
社
。

譚
蝉
雪
［
二
〇
〇
一
ａ
］「
唐
宋
敦
煌
歲
時
仏
俗
─
─
二
月
至
七
月
」『
敦
煌
研
究
』
総
第
六
七
期
、
九
三
―
一
〇
四
頁
。

譚
蝉
雪
［
二
〇
〇
一
ｂ
］「
唐
宋
敦
煌
歲
時
仏
俗
─
─
八
月
至
十
二
月
」『
敦
煌
研
究
』
総
第
六
八
期
、
七
三
―
八
一
頁
。

丁
武
軍�

［
二
〇
〇
四
］「
古
儺
文
化
の
起
源
・
変
遷
・
現
状
―
―
中
国
南
豊
と
京
都
を
事
例
と
し
て
」『
デ
ィ
ナ
ミ
ス
』
第
八
巻
、
六
五
―

九
〇
頁
。

程
民
生
［
二
〇
一
六
］「
臘
八
粥
材
宋
代
汴
京
的
創
制
及
后
代
変
異
」『
歴
史
教
学
』
第
二
二
期
、
一
六
―
三
三
頁
。

虎
尾
俊
哉
［
二
〇
〇
七
］『
延
喜
式
』
中
、
集
英
社
。

中
村
裕
一
［
二
〇
一
一
］『
中
国
古
代
の
年
中
行
事
』
第
四
冊
「
冬
」、
汲
古
書
院
。

中
村
喬
［
一
九
九
三
］『
中
国
歳
時
史
の
研
究
』
朋
友
書
店
。

永
井
政
之�

［
一
九
九
四
］「
中
国
仏
教
成
立
の
一
側
面
―
―
三
仏
忌
の
成
立
と
展
開
―
―
」『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二
五
号
、

一
二
九
―
一
五
八
頁
。
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森
章
司�

「
釈
尊
の
出
家
・
成
道
・
入
滅
年
齢
と
誕
生
・
出
家
・
成
道
・
入
滅
の
月
・
日
」『
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
』
モ
ノ
グ
ラ
フ
編
、
№

1
、【
論
文
三
】
一
九
九
七
年
、
一
〇
三
―
一
四
七
頁
。

守
屋
美
都
雄
［
一
九
六
三
］『
中
国
古
歳
時
記
の
研
究
』
帝
国
書
院
。

柳
田
聖
山
［
一
九
七
九
］『
禅
林
象
器
箋
』
禅
学
叢
書
之
九
、
上
冊
、
中
文
出
版
（
主
編
）。

林
河
［
一
九
九
六
］「
日
中
の
稲
作
文
化
と
儺
文
化
の
比
較
研
究
」『
日
中
文
化
研
究
』
第
九
巻
、一
三
六
―
一
四
八
頁
、鈴
木
彩
子�（
訳
）。

注（
　
）�

拙
論
は
、
第
九
一
回
禅
学
研
究
会
学
術
大
会
（
二
〇
二
〇

年
十
一
月
二
十
八
日
、
花
園
大
学
）
に
お
い
て
発
表
し
た

「
紅
糟
と
五
味
粥
」
の
一
部
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の

と
な
る
。

（
　
）�

中
村
裕
一
［
二
〇
一
一
、五
九
九
―
六
〇
九
］
は
、「
各
王

朝
の
臘
日
」
と
題
し
て
秦
・
漢
・
魏
・
晋
・
劉
宋
・
五
胡
・

北
魏
・
隋
・
五
代
・
宋
の
、
同
［
二
〇
〇
一
、六
三
〇
―

六
三
四
］
は
、
唐
の
そ
れ
ぞ
れ
臘
日
を
分
析
す
る
。
ま
た

夏
日
新
［
一
九
九
八
、三
七
］
は
、
南
北
朝
時
代
の
各
王

朝
の
臘
日
を
一
覧
表
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
　
）�「（
孟
冬
の
月
）
…
…
天
子
乃
ち
来
年
を
天
宗
に
祈
り
、
大

い
に
割
き
て
公
社
及
び
門
閭
を
祠
り
、先
祖
・
五
祀
を
臘
す
。

〔
疏
〕
…
…
臘
は
猟
な
り
。
謂
う
に
禽
獣
を
猟
取
し
以
て
先

祖
・
五
祀
を
祭
る
な
り
（（
孟
冬
之
月
）
…
…
天
子
乃
祈
来

年
于
天
宗
、大
割
祠
于
公
社
及
門
閭
、臘
先
祖
・
五
祀
。〔
疏
〕

…
…
臘
猟
也
。
謂
猟
取
禽
獣
以
祭
先
祖
・
五
祀
也
）」
と
見

え
る
（『
礼
記
正
義
』
巻
一
七
「
月
令
」、『
十
三
経
注
疏
』

中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
、
一
三
八
二
頁
上
）。
な
お
孟
冬

の
月
と
は
、
漢
の
暦
で
は
十
月
だ
が
、
周
で
は
歳
終
月
と

な
る
（
中
村
喬
［
一
九
九
三
、四
六
六
］）。

（
　
）�『
礼
記
』「
月
令
」
の
記
述
は
、
秦
の
呂り
ょ

不ふ

韋い

（
？
―
前

二
三
五
）
が
編
纂
を
命
じ
た
『
呂り
ょ

氏し

春し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う』
巻
一
二
「
十
二

紀
・
季
冬
紀
」
に
見
え
る
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
（『
呂
氏
春
秋
・
淮
南
子
注
』
諸
子
集
成
八
、

岳
麓
書
社
、
一
九
九
六
年
、
一
二
九
頁
）、
少
な
く
と
も
秦

代
に
は
こ
れ
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
疏
は
、

初
唐
の
孔く

穎え
い

達た
つ

（
五
七
四
―
六
四
八
）
の
も
の
だ
が
、
こ

れ
は
後
漢
の
応お
う

劭し
ょ
う（
？
―
二
〇
四
以
前
）
の
説
を
承
け
た

も
の
と
な
る
（『
風
俗
通
』
巻
八
「
祀
典
・
臘
」、『
風
俗
通

義
校
注
』
下
冊
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
、
三
七
九
頁
）。
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（
　
）�『
玉
燭
宝
典
』「
十
二
月
」
は
、
臘
と
蜡
に
つ
い
て
諸
説
を

列
挙
し
て
い
る
（
玉
川
三
佐
男
［
一
九
八
八
、二
五
三
下
―

二
五
七
下
］）。
な
お
後
代
に
は
『
玉
燭
宝
典
』
の
出
典
と

し
て
、「
臘
は
先
祖
を
祭
り
、
蜡
は
百
神
に
報
じ
、
同
日
に

し
て
祭
り
を
異
に
す
る
も
の
な
り
（
臘
者
祭
先
祖
、
蜡
者

報
百
神
、
同
日
異
祭
者
也
）」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
蜡
日
が
臘
八
と
同
一
視
さ
れ
る
事
例
に
以
下
の
も
の

が
あ
る
。
北
宋
の
天
禧
年
間
（
一
〇
一
七
―
一
〇
二
一
）

に
成
立
し
た
道
教
の
書
で
あ
る『
雲う
ん

笈き
ゅ
う

七し
ち

籤せ
ん

』巻
三
七「
斎

戒
部
・
説
雑
斎
法
」
に
は
、「
十
二
月
臘
日
為
百
福
斎
」（
蒋

力
生
［
一
九
九
六
、二
〇
八
］）
と
あ
っ
た
も
の
が
、『
古
今

図
書
集
成
』
で
は
「
臘
八
日
修
百
福
斎
」
と
見
え
る
（「
暦

象
彙
編
・
歳
功
典
・
第
九
一
四
巻
・
臘
日
部
・
臘
日
部
彙
考
・

遵
生
八
牋
・
臘
日
事
宜
」
Ｇ
三
・
二
六
五
三
上
）。

（
　
）�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
村
喬
［
一
九
九
三
、四
五
二
―

四
六
九
］
が
「
臘
祭
小
考
」
と
題
し
詳
し
い
分
析
を
行
っ

て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
。

（
　
）�

北
宋
の
『
太た
い

平へ
い

御ぎ
ょ

覧ら
ん

』
に
、「
王
者
は
各お
の

お
の
其
の
行
の

盛
ん
な
る
を
以
て
祖
と
し
、
其
の
終
わ
り
を
以
て
臘
と
す

（
王
者
各
以
其
行
盛
祖
、
以
其
終
臘
）」
と
見
え
る
（
巻

三
三
「
時
序
部
一
八
・
臘
日
」、三
丁
表
。『
四
部
叢
刊
三
編
』

巻
三
六
「
子
部
」、上
海
書
店
、一
九
八
五
年
、頁
数
な
し
）。

（
　
）�

林
河
［
一
九
九
六
、一
三
八
］
は
、
儺
と
は
面
を
つ
け
る

こ
と
を
形
式
と
し
、
豊
作
や
人
畜
が
増
え
栄
え
る
こ
と
を

主
に
祈
願
し
、
祭
壇
を
設
け
て
祀
る
こ
と
を
礼
儀
と
し
、

鬼
や
疫
を
払
う
こ
と
を
手
段
と
す
る
原
始
の
宗
教
文
化
だ

と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
儺
を
疫
鬼
を
追
い
払
う
こ
と

だ
と
す
る
の
は
、
儺
の
機
能
の
一
部
を
論
じ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
　
）�

後
漢
の
王お
う

充じ
ゅ
う（
二
七
―
一
世
紀
末
頃
）『
論ろ
ん

衡こ
う

』
に
、「
歳

終
に
事
畢お

わ
れ
ば
、
疫
鬼
を
駆
逐
し
、
因
り
て
以
て
陳ふ
る
きを

送
り
新
を
迎
え
、
吉
を
内い

る
る
な
り
（
歳
終
事
畢
、
駆
逐

疫
鬼
、
因
以
送
陳
迎
新
、
内
吉
也
）」
と
見
え
る
（『
論
衡
』

巻
二
五
「
解
除
」・
中
華
書
局
本
『
論
衡
校
釈
』
第
四
冊
、

一
九
九
〇
年
、
一
〇
四
三
頁
）。

（
　
）�

な
お
宋
代
以
降
の
大
儺
に
つ
い
て
中
村
祐
一
［
二
〇
一
一
、�

七
五
三
］
は
、
一
〇
世
紀
の
宋
代
以
降
に
な
る
と
本
来
的

意
義
を
失
い
、
明
清
時
代
に
な
る
と
大
晦
日
の
夜
の
儀
礼

は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
述
べ
る
。

（
　
）�

中
村
喬
［
一
九
九
三
、四
六
六
］
は
、
こ
の
理
由
を
「
歳

終
歳
始
を
暦
上
に
一
致
さ
せ
、
古
代
的
観
念
の
遺
制
を
完

全
に
断
ち
切
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
る
。

（
　
）�
守
屋
美
都
雄
［
一
九
六
三
、三
六
五
］
は
十
二
月
が
臘
月
の

誤
記
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
中
村
裕
一
［
二
〇
一
一
、

五
五
〇
―
五
六
一
］
は
各
種
資
料
の
記
述
と
臘
日
の
性
質
か

ら
、「
十
二
月
為
臘
月
」
が
当
初
の
記
述
で
あ
り
、
臘
八
の
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行
事
を
記
す
際
の
誤
記
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
　
）�

曲
六
乙
［
一
九
九
六
、一
〇
九
―
一
一
〇
］
は
、
臘
祭
・
雩

祭
（
雨
乞
い
）・
儺
祭
と
い
う
三
祭
祀
は
最
終
目
的
を
同

じ
く
す
る
た
め
次
第
に
融
合
し
た
と
述
べ
る
。

（
　
）�『
温
室
経
』
に
見
え
る
七
物
と
除
去
七
病
・
七
福
報
の
対

応
に
つ
い
て
は
、
神
塚
淑
子
［
二
〇
一
四
、五
九
―
六
一
］

が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
。

（
　
）�「
附
説
に
曰
わ
く
、『
十
二
月
八
日
、沐
浴
。
已
に
内
典
の『
温

室
経
』
に
具
す
』
と
（
附
説
曰
、『
十
二
月
八
日
、
沐
浴
。

已
具
内
典
『
温
室
経
』）」（
玉
川
三
佐
男
［
一
九
八
八
、

二
五
六
下
］）
と
見
え
る
。

�　
　

�

ま
た
『
荊
楚
歳
時
記
』
と
『
玉
燭
宝
典
』
は
、
二
月
八
日

の
仏
成
道
を
指
す
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
見
え

る
。

�　
　

�『
荊
楚
歳
時
記
』
の
異
本
で
あ
る
『
宝ほ
う

顔が
ん

堂ど
う

秘ひ

笈き
ゅ
う』
収
録

本
は
、「
二
月
八
日
、
釈
氏
下
生
之
日
、
釈
文
成
道
之
時
」

（
守
屋
美
都
雄
［
一
九
六
三
、三
四
〇
］）
と
記
す
。『
玉
燭

宝
典
』「
二
月
仲
春
第
二
」
は
、「『
菩
薩
処
胎
経
』
云
わ
く
、

仏
、
二
月
八
日
を
以
て
生
ま
れ
、
転
法
輪
・
降
魔
・
涅
槃
、

皆
な
此
の
日
に
同
じ
く
す
（『
菩
薩
処
胎
経
』
云
、
仏
以

二
月
八
日
生
、
転
法
輪
・
降
魔
・
涅
槃
、
皆
同
此
日
）」（
玉

川
三
佐
男
［
一
九
八
八
、九
六
］）
と
記
す
。
な
お
『
宝
顔

堂
秘
笈
』
収
録
本
の
資
料
価
値
に
つ
い
て
は
、
守
屋
美
都

雄
［
一
九
六
三
、一
一
二
―
一
二
一
］
参
照
。

（
　
）�

同
じ
く
道
世
の
『
諸し
ょ

経き
ょ
う

要よ
う

集し
ゅ
う』
に
も
、
巻
八
「
興
福
部
・

洗
僧
縁
」
に
同
文
が
見
え
る
（
Ｔ
五
四
・
七
七
上
）�

。
な

お
現
代
語
訳
に
お
い
て
『
法
苑
珠
林
』
の
最
後
の
「
唯
出
」

に
つ
い
て
、『
諸
経
要
集
』
の
校
勘
に
見
え
る
「
准
」
に

従
い
解
釈
し
た
。

（
　
）�

四
種
の
「
雑
抄
」
に
以
下
の
同
文
が
見
え
る
。「
十
二
月

八
日
、
何
の
謂
い
ぞ
。
其
の
日
沐
浴
せ
ば
、
障
を
転
じ
万

病
除
く
。
名
づ
け
て
温
室
と
為
し
、
今
に
お
い
て
絶
え
ざ

る
な
り
（
十
二
月
八
日
、何
謂
。
其
日
沐
浴
、転
障
除
万
病
。

名
為
温
室
、
于
今
不
絶
也
）」（「
斯
四
六
六
四
」
Ｄ

三
七
・
二
七
二
上
、「
斯
五
六
五
八
」
Ｄ
四
四
・
一
八
八
下
、

「
伯
二
七
二
一
」
Ｄ
一
二
三
・
四
七
八
下
、「
伯
三
六
七
一
」

Ｄ
一
二
九
・
五
九
二
上
）。

�　
　

�

な
お
敦
煌
文
献
に
は
こ
の
他
に
、
臘
八
の
燃
灯
や
薬
食
が

見
え
る
。
臘
八
の
燃
灯
は
、
譚
蝉
雪
［
二
〇
〇
一
ｂ
、

七
六
―
七
七
］
が
資
料
を
翻
刻
し
分
析
し
て
お
り
、
仏
成

道
を
記
念
し
た
も
の
だ
と
す
る
。そ
の
可
能
性
は
あ
る
が
、

資
料
か
ら
成
道
を
示
す
語
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
拙
論
で

は
扱
わ
な
い
。
ま
た
薬
食
に
つ
い
て
、
高
啓
安

［
二
〇
〇
四
、二
九
九
―
三
〇
三
、三
八
六
―
三
八
七
］
が

分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
は
臘
八
粥
と
関
係
す
る
た
め
、
稿

を
改
め
て
論
じ
る
。
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（
　
）�「
臘
月
八
日
、時
、風
寒
に
属
す
の
月
。
景
は
八
辰
に
在
り
。

如
来
、
温
室
を
説
く
の
時
。
秖
だ
試
浴
衆
僧
の
日
。
故
は

諸
も
ろ
の
垢
已
に
尽
く
を
得
て
、
復ま

た
煩
悩
の
痕
無
く
、

虚
浄
の
法
身
、
皆
な
功
徳
の
水
を
霑
す
な
り
（
臘
月
八
日
、

時
属
風
寒
月
。
景
在
八
辰
。
如
来
説
温
室
之
時
。
秖
試
浴

衆
僧
之
日
。
故
得
諸
垢
已
尽
、無
復
煩
悩
之
痕
、虚
浄
法
身
、

皆
霑
功
徳
之
水
）」（「
斯
二
八
三
一
」
Ｄ
二
三
・
六
五
三
上
）

と
見
え
る
。

（
　
）�

臘
八
の
沐
浴
は
以
下
の
よ
う
に
二
箇
所
見
え
る
。
巻
一（
開

成
三
（
八
三
八
）
年
十
二
月
八
日
）「
是
の
日
に
於
い
て
、

相
公
別
に
銭
を
出
し
、
勾
当
を
両
寺
に
つ
か
わ
し
、
湯
を

涌
か
し
諸
寺
の
衆
僧
を
浴
せ
し
め
、
三
日
を
期
と
な
せ
り

（
於
是
日
、
相
公
別
出
銭
、
差
勾
当
於
両
寺
、
令
涌
湯
浴

諸
寺
衆
僧
、
三
日
為
期
）」（
小
野
勝
年
［
一
九
六
四
、

三
一
〇
］）。
巻
三
（
会
昌
元
（
八
四
一
）
年
十
二
月
八
日
）

「
城
中
の
諸
寺
に
浴
有
り
（
城
中
諸
寺
有
浴
）」（
小
野
勝

年
［
一
九
六
七
、四
一
一
］）。

（
　
）�

中
村
裕
一
［
二
〇
一
一
、五
四
五
］
は
、
孟も
う

浩こ
う

然ね
ん

（
六
八
九

―
七
四
〇
）
の
詩
「
臘
月
八
日
、於
剡
県
石
城
寺
礼
拝
」（
中

華
書
局
本
第
五
冊
『
全
唐
詩
』
巻
一
六
〇
、一
六
六
三
頁
）

に
も
そ
れ
が
看
取
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
　
）�「
臘
月
八
日
、梁
宋
の
俗
、…
…
誰
か
謂
う
『
毗
耶
（
維
摩
、

こ
こ
で
は
在
俗
信
者
）
清
浄
身
、
何
の
塵
埃
有
り
て
更
に

浴
を
須も

ち

い
ん
』
と
（
臘
月
八
日
梁
宋
俗
、
…
…
誰
謂
『
毗

清
浄
身
、
何
有
塵
埃
更
須
浴
』）」
と
見
え
る
（『
四
庫
全

書
珍
本
初
集
』
集
部
一
三
七
二
冊
、
商
務
印
書
館
故
宮
博

物
院
蔵
文
淵
閣
本
影
印
、
一
九
三
五
年
、『
東
牟
集
』
巻

二
「
七
言
古
詩
・
臘
八
日
書
斎
早
起
南
鄰
方
智
善
送
粥
方

雪
寒
欣
然
尽
之
因
成
小
詩
」、
八
丁
表
裏
）。
ま
た
詩
文
中

に
成
道
を
指
す
表
現
も
見
え
る
が
、
こ
の
沐
浴
が
成
道
を

記
念
し
て
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
　
）�『
大
鑑
清
規
』
に
、「
浴
主
行
礼
儀
、
与
仏
誕
生
同
。
此
日

設
浴
」（
尾
﨑
正
善［
二
〇
〇
〇
、七
九
］）、『
叢
林
拾
遺
』（『
東

漸
和
尚
略
清
規
』）
に
、「
然
後
赴
浴
主
湯
」（
尾
﨑
正
善

［
二
〇
〇
一
、一
〇
四
下
］）、『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』

に
は
、
成
道
会
に
浴
仏
は
な
い
が
、
縄
則
は
仏
誕
生
と
同

じ
と
あ
り
、
仏
誕
生
に
は
点
湯
牌
を
掛
け
、
浴
主
の
行
礼

が
あ
る
こ
と
を
記
す
（
尾
﨑
正
善
［
一
九
九
九
、六
四
下
］）。

以
上
に
つ
い
て
、
尾
﨑
正
善
［
二
〇
〇
五
、一
七
六
―

一
七
七
］
も
分
析
を
行
っ
て
い
る
の
で
参
照
。
な
お
江
戸

期
の
東
大
寺
寺
誌
『
東と
う

大だ
い

寺じ

雑ざ
っ

集し
ゅ
う

録ろ
く

』
巻
三
「
年
中
諸
会
」

に
は
、「
十
二
月
八
日
、
温
室
節
（
於
食
堂
）」（『
大
日
本

仏
教
全
書
』
第
八
四
巻
「
寺
誌
部
二
」、
一
二
八
上
）
と
見

え
る
。
そ
の
名
か
ら
臘
八
の
沐
浴
を
想
起
さ
せ
る
も
、
食

堂
で
の
儀
礼
で
あ
り
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。

（
　
）�

な
お
臘
日
の
沐
浴
に
つ
い
て
、
南
宋
の
陳ち
ん

元げ
ん

靚せ
い

（
生
没
年

18192021
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未
詳
）
の
『
歳さ
い

時じ

広こ
う

記き

』
巻
三
「
就
寺
浴
」
は
、『
歳さ
い

時じ

雑ざ
っ

記き

』（
北
宋
の
呂
希
哲
の
書
か
。『
説
郛
』
収
録
本
に
は
そ

の
記
述
は
見
え
な
い
）
か
ら
の
引
用
と
し
て
「
京
師
の
士

大
夫
、
臘
日
多
く
僧
寺
に
就
き
澡
浴
し
、
因
り
て
飲
宴
し

或
い
は
賦
詩
す
。
其
の
起
る
所
を
知
ら
ざ
る
な
り
（
京
師

士
大
夫
、
臘
日
多
就
僧
寺
澡
浴
、
因
飲
宴
或
賦
詩
。
不
知

所
起
也
）」（
許
逸
民
［
二
〇
二
〇
、七
二
三
］）
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
が
臘
八
の
沐
浴
を
指
す
な
ら
ば
、
宋
代
に
士

大
夫
の
間
で
は
、
そ
の
典
拠
が
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
ほ

ど
、
一
般
化
し
て
い
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
あ
く
ま
で
も
臘
日
の
沐
浴
と
し
て
の
記
載
で
あ
る
。

（
　
）�

臘
八
の
沐
浴
は
対
象
を
記
さ
な
い
資
料
も
あ
り
、
王
洋
の

詩
や
注
23
の
『
歳
時
広
記
』
の
そ
れ
が
臘
八
の
沐
浴
を
指

す
な
ら
ば
、
寺
で
の
沐
浴
が
一
般
に
解
放
さ
れ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、『
法
苑
珠
林
』
を
は
じ
め
僧
を
対

象
と
す
る
記
録
が
多
く
見
え
る
。

（
　
）�

巻
中
「
三
宝
・
浴
仏
」
は
『
法
苑
珠
林
』
と
ほ
ぼ
同
じ
記

述
を
引
い
た
後
、「
今い

ま
此
に
淮
ず
。
乃
ち
三
京
に
至
り
、

皆
な
臈
八
を
用
い
浴
仏
す
（
今
淮
比
（
此
）。
乃
至
三
京
、

皆
用
臈
八
浴
仏
）」
と
述
べ
る
（
Ｔ
五
四
・
二
八
八
下
）。

（
　
）�

巻
八
「
設
浴
」
は
注
25
と
同
様
の
引
用
の
後
、「
亦
今
臘

月
灌
仏
之
始
」
と
記
す
（
金
圓
、
許
沛
藻
［
一
九
八
九
、�

四
三
九
］）。

（
　
）�『
大だ
い

宝ほ
う

積し
ゃ
く

経き
ょ
う』
巻
一
〇
〇
「
無
垢
施
菩
薩
応
辯
会
」
に
は
、

二
月
八
日
に
波
斯
匿
王
の
娘
、
無
垢
施
が
、
天
像
を
浴
す

場
面
が
描
か
れ
（
Ｔ
一
一・
五
五
六
下
）、
無む

著じ
ゃ
く

道ど
う

忠
ち
ゅ
う

（
一
六
五
三
―
一
七
四
五
）は
、『
禅ぜ
ん

林り
ん

象し
ょ
う

器き

箋せ
ん

』巻
一
三「
報

祷
類
・
仏
成
道
会
」
に
お
い
て
、「
二
月
八
日
浴
像
、
本
是

天
竺
風
俗
」（
柳
田
聖
山
［
一
九
七
九
、五
一
八
下
］）
と
指

摘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
臘
八
の
浴
仏
の
根
拠
と
す

る
も
の
は
見
え
な
い
。

（
　
）�『
祇
洹
図
経
』
は
水
晶
の
獅
子
と
は
、
兜
率
天
が
造
っ
た

も
の
で
命
命
鳥
の
如
き
美
し
い
音
色
で
八
万
波
羅
蜜
を
説

い
た
と
記
す
。

（
　
）�

臘
八
の
浴
仏
の
根
拠
を
仏
降
誕
と
す
る
も
の
は
こ
れ
以
外

に
、
開
封
に
隣
接
す
る
河
南
陳
州
に
つ
い
て
記
し
た
『
古

今
図
書
集
成
』
の
記
述
程
度
と
な
る
（「
暦
象
彙
編
・
歳

功
典
・
第
九
一
四
巻
・
臘
日
部
・
臘
日
部
彙
考
・
河
南
志
書
・

陳
州
」
Ｇ
三
・
二
六
五
三
下
）。
ま
た
後
述
の
開
封
の
記
録

を
記
し
た
『
東
京
夢
華
録
』
は
、
四
月
八
日
の
仏
降
誕
を

記
し
、
同
じ
く
『
清
異
録
』
に
も
そ
れ
と
思
し
い
記
述
が

見
え
る
。
そ
の
た
め
、
同
じ
開
封
で
あ
っ
て
も
時
代
に
よ

り
異
な
る
認
識
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
開
封
内
で
も

諸
説
が
あ
っ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

（
　
）�
推
測
の
域
を
出
な
い
が
『
祇
洹
図
経
』
を
臘
八
の
浴
仏
の

典
拠
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
そ
の
経
典
に
見
え
る
臘
八

242526
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の
祇
園
寺
に
人
々
が
集
ま
る
記
述
と
、『
東
京
夢
華
録
』

等
に
記
さ
れ
る
臘
八
の
寺
院
に
人
々
が
集
ま
る
様
子
と
の

連
想
も
考
え
ら
れ
る
。

（
　
）�

浴
仏
と
降
誕
の
連
想
に
つ
い
て
浴
仏
と
い
う
儀
礼
の
混
同

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
前
述
の
『
釈
氏
要
覧
』
巻
中
「
三
宝
・
浴
仏
」

は
、
六
師
を
折
伏
し
た
縁
に
よ
る
臘
八
の
浴
仏
と
、
四
月

八
日
の
仏
降
誕
の
浴
仏
を
併
記
し
て
お
り
混
同
し
易
い
と

言
え
る
（
Ｔ
五
四
・
二
八
八
下
）。

（
　
）�

薛
瑞
生
［
一
九
九
八
、四
一
四
］
は
、
こ
の
詩
を
元
豊
六

年
癸
亥
（
一
〇
八
三
）
の
も
の
と
す
る
。

（
　
）�

祝
穆
は
「
南
方
専
用
臘
月
八
日
灌
仏
」
と
述
べ
る
（『
事

文
類
聚
』
前
集
・
巻
一
二
「
天
時
部
・
十
二
月
・
臘
八
粥
」、

『
新
編
古
今
事
文
類
聚
』
巻
一
、
中
文
出
版
社
、

一
九
八
二
年
、
一
四
八
頁
下
）。

（
　
）�

陸
釴
は
「
午
門
臘
八
日
賜
食
次
文
徴
仲
韻
」
と
題
す
る
詩

に
「
浴
仏
競
伝
南
土
俗
」
と
述
べ
る
（『
古
今
図
書
集
成
』

「
暦
象
彙
編
・
歳
功
典
・
第
九
一
四
巻
・
臘
日
部
・
臘
日

部
芸
文
二
・
詩
詞
」
Ｇ
三
・
二
六
五
六
下
）。

（　

）�

尾
﨑
正
善
［
二
〇
〇
五
、一
七
六
］
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

中ち
ゅ
う
ほ
う
み
ん
ぽ
ん

峰
明
本
（
一
二
六
三
―
一
三
二
三
）
に
よ
る
元
の
『
幻

住
庵
清
規
』（
一
三
一
七
年
）「
月
進
・
二
月
」
に
は
、
仏

涅
槃
・
仏
降
誕
・
仏
成
道
の
儀
礼
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
を

記
し
た
後
に
、
四
月
八
日
の
仏
降
誕
だ
け
が
浴
仏
を
行
う

事
を
記
し
て
、「
惟
だ
四
月
初
八
日
の
み
、
浴
仏
の
儀
を
多ま

す
（
惟
四
月
初
八
日
、
多
浴
仏
之
儀
）」（
Ｚ
一
一
一
・�

九
七
四
上
）と
い
う
。
ま
た『
増
修
教
苑
清
規
』（
一
三
四
七

年
序
）
巻
上
「
報
本
門
第
三
・
如
来
成
道
」
に
も
、「
臘
月

八
日
の
礼
式
、
同
上
〔
前
項
に
如
来
降
生
、
四
月
八
日
が

見
え
る
〕。
但
だ
浴
仏
偈
を
去の
ぞ

く
の
み
（
臘
月
八
日
礼
式
同

上
。
但
去
浴
仏
偈
耳
）」（
Ｚ
一
〇
一・六
九
九
上
）と
見
え
る
。

（
　
）�

永
井
政
之
［
一
九
九
四
、一
四
七
］
は
、
臘
八
の
浴
仏
に

つ
い
て
南
宋
の
南
方
で
は
廃
れ
て
お
り
、
尾
﨑
正
善

［
二
〇
〇
五
、一
七
六
］
は
、『
幻
住
庵
清
規
』
の
記
述
か

ら
そ
れ
は
当
時
す
で
に
行
わ
な
く
な
っ
て
い
た
と
指
摘
し

て
い
る
。
し
か
し
拙
論
の
分
析
の
通
り
、
一
様
に
宋
代
以

降
に
行
わ
な
く
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

（
　
）�

臘
八
の
浴
仏
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
定
か
で

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
僧
の
沐
浴
か
ら
仏
像
を
浴
仏
さ
せ

る
と
い
う
連
想
が
あ
り
、
そ
れ
に
①
臘
八
の
沐
浴
時
と
同

じ
『
賢
愚
経
』、
②
仏
降
誕
、
③
仏
成
道
と
い
っ
た
根
拠

が
立
て
ら
れ
た
、
先
に
浴
仏
が
あ
り
理
由
が
後
付
け
ら
れ

た
可
能
性
や
（
注
31
も
合
わ
せ
て
参
照
）、
暦
の
ズ
レ
か

ら
ま
ず
②
や
③
が
導
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
伝
の
記
述
に
着

想
を
得
て
そ
れ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
先
に
理
由

が
立
て
ら
れ
、
後
に
浴
仏
が
行
わ
れ
た
可
能
性
な
ど
が
考
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え
ら
れ
る
。
し
か
し
全
て
推
測
の
域
を
出
な
い
。

�　
　

�

ま
た
『
東
京
夢
華
録
』
に
見
え
る
浴
仏
に
よ
る
大
衆
教
化

の
様
子
が
、
邱
倩
楠
［
二
〇
一
七
、四
一
―
四
五
］
の
述

べ
る
宋
代
仏
教
の
節
日
の
特
徴
の
一
つ
に
上
げ
る
世
俗
化

を
思
わ
せ
る
。
こ
こ
か
ら
、
臘
八
の
浴
仏
は
大
衆
教
化
の

た
め
、
時
代
の
要
請
に
よ
り
生
ま
れ
た
儀
礼
と
も
考
え
る

こ
と
も
可
能
だ
が
、
こ
れ
も
推
測
の
域
を
出
な
い
。

（
　
）�「
我
聞
如
是
、釈
迦
牟
尼
仏
、『
悲
門
三
昧
観
衆
生
品
本
起
経
』

中
説
、『
…
…
至
癸
未
年
年
三
十
。
是
臘
月
月
八
日
得
成

道
』」（
Ｔ
四
六
・
七
八
六
下
）
と
見
え
る
。

（
　
）�

惠
谷
隆
戒
［
一
九
五
八
、五
二
七
］
は
仏
滅
年
次
の
出
典

に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
お
り
、
小
林
泰
喜
［
一
九
七
五
］

は
形
成
の
問
題
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
　
）�「『
法
王
記
』
云
、『
周
穆
王
二
年
癸
未
、
年
三
十
将
成
道
、

臘
月
八
日
浴
食
乳
粥
等
』」
と
見
え
る
。

（
　
）�

節
日
ご
と
の
商
品
名
に
、「
涅
盤
（
槃
）
兜
、二
月
十
五
日
」

「
指
天
餕
餡
、
四
月
八
日
」「
法
王
料
斗
、
臘
八
」（
各
月

日
は
割
り
注
）
と
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
食
品
の
内
容
は

置
く
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
仏
涅
槃
・
仏
降
誕
・
仏
成
道

の
日
に
合
致
し
、
ま
た
そ
の
名
か
ら
も
、
一
〇
世
紀
に
仏

成
道
を
記
念
し
た
食
品
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

�　
　

�

な
お
中
村
喬
［
一
九
九
三
、六
一
七
］
は
、
料
斗
は
科
斗
の

誤
写
の
可
能
性
か
ら
、「
科
お
た
ま
じ
ゃ
く
し斗
状
に
ひ
ね
っ
た
小
団
子
と

お
も
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
程
民
生

［
二
〇
一
六
、一
九
―
二
〇
］
は
、
臘
八
粥
の
こ
と
で
は
な

い
か
と
推
定
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
分
析

す
る
。

（
　
）�「
大
洪
、
今
日
普
請
し
、
霊
済
殿
上
に
住
し
、
釈
迦
如
来

を
灌
沐
す
（
大
洪
今
日
普
請
、
往
霊
済
殿
上
、
灌
沐
釈
迦

如
来
）」
と
見
え
る
（『
丹
霞
子
淳
禅
師
語
録
』
巻
上
「
随

州
大
洪
山
淳
禅
師
語
録
・
臘
八
上
堂
」
Ｚ
一
二
四
・
四
八
七

中
）。

（
　
）�「
仏
、
二
月
八
日
の
沸
星
の
現
ず
る
時
に
初
め
て
等
正
覚

を
成
し
、
亦
た
二
月
八
日
の
沸
星
の
出
ず
る
時
に
生
ま
る

（
仏
以
二
月
八
日
弗
（
沸
）
星
現
時
初
成
等
正
覚
、
亦
以

二
月
八
日
弗
（
沸
）
星
出
時
生
）」
と
見
え
る
（
巻
二
「
七

種
得
戒
法
」
Ｔ
二
三
・
五
一
〇
中
）。

（
　
）�

釈
迦
の
成
道
月
日
に
つ
い
て
諸
説
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
は
降
誕
と
同
日
で
あ
る
。
詳
し
く
は
森
章
司

［
一
九
九
七
、一
四
一
―
一
四
三
］
一
覧
表
参
照
。

�　
　

�

な
お
こ
れ
は
日
本
で
も
受
容
さ
れ
て
お
り
、
天
台
僧
、
安あ
ん

然ね
ん

（
八
四
一
―
九
一
五
）
の
『
教
き
ょ
う

時じ

諍そ
う

』（
Ｔ
七
五
・

三
五
六
中
―
下
）
や
平
安
末
の
蓮れ
ん

剛ご
う

（
生
没
年
未
詳
）

『
定
じ
ょ
う
し
ゅ
う
ろ
ん

宗
論
』（
Ｔ
七
四
・
三
一
四
下
）、
律
僧
の
照
し
ょ
う

遠お
ん

（
一
三
〇
一
―
一
三
六
一
）
の
『
資し

行ぎ
ょ
う

鈔し
ょ
う』（
Ｔ
六
二
・

七
七
八
中
）
な
ど
に
そ
れ
が
見
え
る
。
ま
た
『
今こ
ん

昔じ
ゃ
く

物も
の

38394041
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語が
た
り』
巻
三
「
天
竺
部
・
八
国
王
分
仏
舎
利
語
（
第
三
五
）」

も
二
月
八
日
の
仏
成
道
を
記
す
（
実
践
女
子
大
学
蔵
・
黒

川
家
旧
蔵
本
）。
他
に
尾
﨑
正
善
［
二
〇
〇
四
、一
〇
三
］

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
延え
ん

喜ぎ

式し
き

』
巻
二
一
「
治
部
省
・

雅
楽
寮
」
は
、
西
大
寺
の
三
月
十
五
日
の
成
道
会
を
記
す

（
虎
尾
俊
哉
［
二
〇
〇
七
、六
六
〇
］）。
こ
れ
は
、『
大だ
い

唐と
う

西さ
い

域い
き

記き

』巻
八
に
見
え
る
上
座
部
に
伝
わ
る
と
記
す
説（
Ｔ

五
一
・
九
一
六
中
）
を
承
け
た
と
思
わ
れ
る
。

（
　
）�

た
と
え
ば
法ほ
う

琳り
ん（
五
七
四
―
六
四
〇
）の『
弁べ
ん

正せ
い

論ろ
ん

』（
六
二
六

年
）
巻
五
「
仏
道
先
後
篇
」
は
、「
仏
、
是
れ
昭
王
二
十
六

年
甲
寅
の
歲
に
生
ま
れ
、
穆
王
の
五
十
三
年
壬
申
の
歲
に

仏
始
め
て
滅
度
す
（
仏
是
昭
王
二
十
六
年
甲
寅
歲
生
、
穆

王
五
十
三
年
壬
申
之
歲
仏
始
滅
度
）」（
Ｔ
五
二・
五
二
一
下
）

と
述
べ
る
。
こ
れ
は
年
号
と
干
支
に
食
い
違
い
が
あ
り
、

西
暦
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
周
代
に
あ

た
る
前
一
〇
〇
〇
年
か
ら
前
九
〇
〇
年
頃
の
こ
と
に
な
る
。

『
弁
正
論
』
は
こ
の
根
拠
と
し
て
、『
周
書
異
記
』『
漢
法
本

内
伝
』『
法
王
本
記
』
と
い
う
い
ず
れ
も
現
存
し
な
い
書
を

挙
げ
る
。

（
　
）�

後
漢
の
何か

休き
ゅ
う（
一
二
九
―
一
八
二
）
に
よ
る
『
春
し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

公く

羊よ
う

伝で
ん

』
は
、「
周
二
月
、
夏
十
二
月
」
と
述
べ
る
（『
春
秋

公
羊
伝
注
疏
』
巻
一
七
、『
十
三
経
注
疏
』
中
華
書
局
、

一
九
八
〇
年
、
二
二
八
九
頁
下
）。

（
　
）�『
大
宋
僧
史
略
』
巻
上
に
「
又ま

た
江
表
、
今い

ま
四
月
八
日

を
以
て
仏
生
日
と
為
す
は
、『
瑞
応
経
』
に
依
る
な
り
。

如も

し
周
正
を
用
い
ば
、
則
ち
合ま
さ

に
是
れ
今い

ま
二
月
八
日
な

り
。
今い

ま
建
巳
の
月
を
用
い
ば
、
乃
ち
周
の
六
月
な
り
。

此
を
詳
ら
か
に
せ
ば
、
建
巳
の
月
を
濫
用
す
る
は
、
二
つ

の
意
有
り
。
一
つ
は
聞
声
し
便す
な
わち
用
い
、
時
を
求
む
る
こ

と
を
摭
実
せ
ず
。
一
つ
は
翻
経
者
多
く
夏
正
を
用
う
、
故

に
斯
れ
謬
る
の
み
（
又
江
表
以
今
四
月
八
日
為
仏
生
日
者
、

依
『
瑞
応
経
』
也
。
如
用
周
正
、
則
合
是
今
二
月
八
日
。

今
用
建
巳
月
、
乃
周
之
六
月
也
。
詳
此
濫
用
建
巳
月
者
、

有
二
意
焉
。
一
聞
声
便
用
、
不
摭
実
求
時
。
一
翻
経
者
多

用
夏
正
、
故
斯
謬
耳
）」（
Ｔ
五
四
・
二
三
六
上
）
と
あ
る
。

�　
　

�

す
な
わ
ち
江
表
（
長
江
以
南
地
方
）
で
は
、
降
誕
日
を
四

月
八
日
と
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
そ
れ
は
『
瑞ず
い

応お
う

経き
ょ
う』

巻
上
（
Ｔ
三・
四
七
三
下
）
に
依
っ
て
い
る
の
だ
が
、
現
在

の
「
建
巳
月
（
四
月
）」
は
周
の
六
月
に
あ
た
り
整
合
性
が

と
れ
ず
、
こ
の
説
を
取
る
者
は
、
聞
い
た
ま
ま
用
い
て
お

り
真
の
仏
降
誕
の
月
日
を
求
め
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
ま
た

多
く
の
訳
経
者
は
、
夏
の
暦
を
用
い
る
か
ら
経
典
に
二
月

八
日
説
が
見
え
る
の
で
あ
り
、『
周
書
異
記
』
の
四
月
八
日

を
変
換
し
て
二
月
八
日
と
す
る
の
が
正
し
い
と
主
張
す
る
。

（
　
）�「
有
聖
教
説
、
…
…
十
二
月
八
日
成
道
、
…
…
十
二
月

十
五
日
入
滅
」（
Ｔ
五
二
・
五
八
〇
上
）
と
見
え
る
。
な
お

4546
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慧
宝
の
注
が
付
く
現
行
の
『
北
山
録
』
は
、
熙
寧
元

（
一
〇
六
八
）
年
の
沈し
ん

遼り
ょ
う（
一
〇
三
二
―
一
〇
八
五
）
の
序

と
丘
き
ゅ
う

濬し
ゅ
ん（
生
没
年
未
詳
）
の
後
序
を
有
す
る
も
の
と
な
る
。

（
　
）�『
翻
訳
名
義
集
』
巻
三
「
林
木
篇
」
で
は
、
二
月
の
涅
槃

を
十
二
月
と
す
る
こ
と
は
「
尽
美
」
だ
と
妥
当
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
る
（
Ｔ
五
四
・
一
一
〇
一
下
）。
し
か
し
十
二
月

十
五
日
の
涅
槃
を
記
す
も
の
は
こ
れ
以
外
に
、
清
の
『
宗そ
う

統と
う

編へ
ん

年ね
ん

』
巻
二
「
仏
紀
下
」（
Ｚ
一
四
七
・
四
四
上
）
や

『
毗び

尼に

作さ

持じ

続ぞ
く

釈し
ゃ
く』
巻
一
（
Ｚ
六
五
・
一
五
中
）
な
ど
に
限

ら
れ
る
。
ま
た
臘
月
の
涅
槃
会
儀
礼
を
記
す
も
の
は
見
え

な
い
。

（
　
）�

費ひ

長ち
ょ
う

房ぼ
う

（
生
没
年
未
詳
）
に
よ
る
隋
代
の
『
歴れ
き

代だ
い

三さ
ん

宝ぼ
う

紀き

』（
七
世
紀
初
頭
）
巻
一
一
は
、
周
の
四
月
が
夏
の
二

月
だ
と
『
春
秋
公
羊
伝
』
に
沿
う
主
張
を
し
た
う
え
で
、

天
竺
（
イ
ン
ド
）
も
夏
と
同
じ
暦
を
用
い
る
と
述
べ
る

（「
周
、
十
一
月
を
以
て
正
と
為
す
。
春
秋
の
四
月
は
即
ち

夏
の
二
月
な
り
。
天
竺
の
正
に
乃
ち
夏
と
同
じ
き
を
用
い

る
に
依
る
（
周
以
十
一
月
為
正
。
春
秋
四
月
即
夏
之
二
月

也
。
依
天
竺
用
正
乃
与
夏
同
）」
Ｔ
四
九
・
一
〇
一
下
）。

一
方
で
『
法
苑
珠
林
』
巻
一
〇
〇
「
伝
記
篇
・
暦
算
部
」
は
、

費
長
房
に
よ
る
釈
迦
の
入
胎
と
降
誕
に
対
す
る
月
日
考
証

を
批
判
し
自
説
を
述
べ
る
際
に
、
周
の
四
月
は
夏
の
六
月

だ
と
全
く
異
な
る
説
を
持
ち
出
す
（「
王
邵
の
『
斉
誌
』

に
云
わ
く
、『
周
の
四
月
は
、
夏
の
六
月
な
り
』
と
。
此

を
以
て
却
っ
て
推
す
（
王
邵
『
斉
誌
』
云
、『
周
四
月
者
、

夏
之
六
月
。』
以
此
却
推
）」
Ｔ
五
三
・
一
〇
二
九
上
）。
こ

れ
ら
か
ら
隋
・
唐
代
は
、
未
だ
仏
成
道
の
日
は
確
定
し
が

た
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
『
唐と

う

護ご

法ほ
う

沙し
ゃ

門も
ん

法ほ
う

琳り
ん

別べ
つ

伝で
ん

』
巻
中
で
は
、『
法
苑
珠
林
』
の
周
と

夏
の
上
下
を
入
れ
替
え
る
べ
き
だ
と
注
を
付
け
る
（
Ｔ

五
〇
・
二
〇
七
下
）。

（
　
）�

以
下
の
文
章
が
見
え
る
。「
…
…
当
臘
月
八
日
之
時
下
山
、

於
熙
連
河
沐
浴
。
…
…
河
中
洗
濯
、
浣
膩
潔
清
」（『
敦
煌

変
文
校
注
』
巻
四
、
黄
征
、
張
涌
泉
［
一
九
九
七
、

五
一
三
］）。
な
お
背
題
に
「
丙
午
正
月
十
五
日
」
と
あ
る

た
め
、「
破
魔
変
」
の
年
号
か
ら
、
そ
れ
に
沿
う
西
暦
を
、

八
二
六
・
八
八
六
・
九
四
六
・
一
〇
〇
六
等
と
推
定
で
き
る

が
特
定
は
で
き
な
い
。

（
　
）�

な
お
敦
煌
文
献
「
時
文
軌
範
」
に
は
、
臘
八
の
沐
浴
を
記

し
た
次
に
「
臘
日
、
…
…
野
折
如
来
之
日
」
と
い
う
一
文

が
見
え
る
（「
斯
二
八
三
一
」
Ｄ
二
三
・
六
五
三
上
）。「
野

折
如
来
」
と
い
う
語
は
他
に
例
を
見
ず
、
何
を
指
す
の
か

不
明
だ
が
、
譚
蝉
雪
［
二
〇
〇
一
ｂ
、
七
五
―
七
六
］
は

こ
れ
を
、
苦
行
を
放
棄
し
て
出
山
し
た
表
現
と
し
仏
成
道

を
指
す
と
述
べ
る
。
ま
た
拙
論
の
分
析
を
踏
ま
え
、
天
魔

外
道
を
折
伏
し
た
表
現
と
取
り
、
こ
こ
か
ら
仏
成
道
を
指

4950
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す
と
取
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
た
だ
し
臘
八
で
は
な
く

臘
日
と
記
す
点
は
注
意
を
要
す
る
。

�　
　

�
ま
た
譚
蝉
雪
［
二
〇
〇
一
ａ
、
九
三
―
九
五
］
は
、
諸
資

料
を
列
挙
し
敦
煌
に
お
い
て
二
月
八
日
を
仏
の
出
家
・
成

道
の
日
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
資
料
か
ら
確
実
に

成
道
を
指
す
表
現
は
見
え
な
い
。

（
　
）�

日
本
で
の
釈
迦
出
山
像
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
尾
﨑
正
善

［
二
〇
〇
五
、一
七
九
―
一
八
〇
］
を
参
照
。

（
　
）�「
八
相
変
（
一
）」
に
は
、
仏
が
臘
八
に
下
山
し
沐
浴
の
後
、

大
悟
し
た
場
面
に
お
い
て
「
天
魔
を
降
し
て
戦
懾
せ
し
め
、

外
道
を
伏
し
以
て
魂
驚
せ
し
む
。
催
邪
を
顕
正
し
、
釈
教

に
帰
従
せ
し
む
（
降
天
魔
而
戦
摂
（
懾
）、伏
外
道
以
魂
驚
。

顕
正
催
邪
、
帰
従
釈
教
）」
と
見
え
る
（『
敦
煌
変
文
校
注
』

巻
四
、
黄
征
、
張
涌
泉
［
一
九
九
七
、五
一
四
］）。
た
だ

釈
迦
の
生
涯
の
教
化
を
記
す
と
し
て
も
、
成
道
の
場
面
に

こ
の
表
現
が
見
え
る
こ
と
に
は
注
目
に
値
す
る
。

�　
　

�

ま
た
敦
煌
変
文
に
は
、成
道
に
お
け
る
記
述
で
は
な
い
が
、

六
師
外
道
を
降
す
こ
と
を
「
破
れ
る
魔
軍
」
と
記
す
も
の

が
あ
る
。
こ
れ
は
『
賢
愚
経
』
巻
一
〇
「
須
達
起
精
舎
品
」

（
Ｔ
四
・
四
一
八
中
―
四
二
一
中
）
の
説
話
―
―
祇
園
精
舎

の
建
立
に
反
対
す
る
六
師
が
、
神
通
力
に
優
れ
る
弟
子
の

労
度
差
を
立
て
、
釈
迦
の
代
理
で
あ
る
舎
利
弗
に
神
通
力

で
勝
負
し
降
さ
れ
る
―
―
に
対
す
る
「
降
魔
変
文
」
に
見

え
る
。
そ
の
一
節
に
、
舎
利
弗
に
や
り
込
め
ら
れ
る
六
師

外
道
を
指
し
、「
外
道
、
是
の
日
破
れ
る
魔
軍
、
六
師
、

胆
懾
し
尽
く
亡
魂
す
（
外
道
是
日
破
魔
軍
、
六
師
胆
懾
尽

亡
魂
）」
と
あ
る
（『
敦
煌
変
文
校
注
』
巻
四
、
黄
征
、
張

涌
泉
［
一
九
九
七
、五
六
六
］）。

�　
　

�

な
お
「
降
魔
変
文
」
に
は
、
臘
八
の
沐
浴
の
根
拠
と
さ
れ

た
説
話
に
類
似
し
た
表
現
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
原
典
を

改
変
し
た
も
の
で
、『
賢
愚
経
』
で
は
、
六
師
と
舎
利
弗

が
神
通
力
勝
負
を
六
度
す
る
そ
の
三
番
目
に
労
度
差
が
七

宝
で
飾
ら
れ
た
山
を
出
し
、
舎
利
弗
が
出
し
た
金
剛
力
士

が
金
剛
杵
で
山
を
壊
す
と
い
う
話
が
描
か
れ
る
（
Ｔ
四
・

四
二
〇
中
）。
そ
れ
を
「
降
魔
変
文
」
で
は
、
勝
負
の
一

番
目
に
配
し
、
六
師
自
ら
が
宝
山
を
出
し
た
こ
と
に
改
変

し
て
い
る
（『
敦
煌
変
文
校
注
』
巻
四
、
黄
征
、
張
涌
泉

［
一
九
九
七
、五
六
四
］）。

（
　
）�

仏
の
悟
り
を
端
的
に
描
く
仏
成
道
が
定
着
し
た
一
因
と
し

て
、
悟
り
を
重
視
す
る
禅
が
唐
末
以
降
に
中
国
仏
教
の
中

心
と
な
っ
た
こ
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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